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平成２５年６月 

中 札 内 村 議 会 定 例 会 会 議 録 

平成２５年６月２６日（水曜日） 

 

◎出席議員（８名） 

 １番 中 井 康 雄 君   ２番 佐 藤 耕 平 君 

 ３番 知 本 正 幸 君      ４番 笠 松   直 君 

 ５番 黒 田 和 弘 君      ６番 男 澤 秋 子 君    

 ７番 北 嶋 信 昭 君   ８番 髙 橋 和 雄 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎地方自治法第１２１条の規定による説明のための出席者 

中 札 内 村 長 田 村 光 義 君  教 育 委 員 長 杉 江   茂 君 

農業委員会会長 山 田 英 雄 君  代表監査委員 木 村   誠 君 

 

◎中札内村長の委任を受けて説明のため出席した者 

副 村 長 火 山 敏 光 君  総 務 課 長 高 桑   浩 君 

住 民 課 長 山 崎 恵 司 君  福 祉 課 長 岡 田 好 之 君 

産 業 課 長 阿 部 雅 行 君  施 設 課 長 長 澤 則 明 君 

総 務 課 

課 長 補 佐 
中 道 真 也 君    

 

◎教育委員長の委任を受けて出席した者 

教 育 長 上 松 丈 夫 君  教 育 次 長 大和田 貢 一 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて出席した者 

事 務 局 長 産 業 課 長 兼 務    

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

議会事務局長 片 山 勇一郎 君  書 記 林  真 悠 君 
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◎議事日程   

日 程 第 １  議案第４２号 副村長の選任につき同意を求めることについて 

日 程 第 ２ 議案第４３号 職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について 

日 程 第 ３ 議案第４４号 平成２５年度中札内村一般会計補正予算について 

日 程 第 ４ 議案第４５号 平成２５年度中札内村介護保険特別会計補正予算について 

日 程 第 ５ 議案第４６号 平成２５年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算について 

日 程 第 ６ 議案第４７号 
平成２５年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算につい

て 

日 程 第 ７ 
請願 第３ 号 

（委員会報告） 

「地域医療と国立病院の充実を求める意見書」の提出を求める請

願書 

日 程 第 ８ 
請願 第４ 号 

（委員会報告） 
平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める請願 

日 程 第 ９ 
請願 第５ 号 

（委員会報告） 
地方財政の充実・強化を求める請願 

日程第１０ 
請願 第６ 号 

（委員会報告） 

道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ども

の実態に応じた高校づくりの実現を求める請願 

日程第１１ 意見書案第３号 地域医療と国立病院の充実を求める意見書 

日程第１２ 意見書案第４号 平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める意見書 

日程第１３ 意見書案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書 

日程第１４ 意見書案第６号 
道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ども

の実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書 

日程第１５  一般質問 
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開会 午前１０時００分 

 

◎◎◎◎開会宣告開会宣告開会宣告開会宣告    

 

○議長（○議長（○議長（○議長（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ただいまの出席議員数は８人です。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年６月中札内村議会定例会を再開

いたします。 

ただちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手もとに配布したとおりでございます。 

 

◎日程第１◎日程第１◎日程第１◎日程第１    副村長の選任につき同意を求めることについて副村長の選任につき同意を求めることについて副村長の選任につき同意を求めることについて副村長の選任につき同意を求めることについて    

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 日程第１、議案第４２号、副村長の選任につき同意を求めること

についてを議題にします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田村村長。 

（田村光義村長登壇） 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 現副村長であります火山敏光君は、７月３日で任期満了となりま

すので、再度、火山敏光君を選任いたしたいと存じます。 

ここに、議会の同意を得たくご提案申し上げますので、よろしくご審議、ご決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 提案理由の説明は終わりました。 

 議案第４２号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 この事件は、人事案件ですので、討論は省略したいと思います。 

このことに異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、討論は省略することに決定をいたしました。 

 お諮りをいたします。 

 ただいま議題になっております議案第４２号、副村長の選任につき同意を求めることに

ついては、同意することに異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４２号、副村長の選任につき同意を求めることについては可決され

ました。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１０時０２分 
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再開 午前１０時０３分 

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。 

 ここで火山敏光君から、副村長再任にあたり挨拶の申し出がありますので、これを許し

ます。 

（火山敏光副村長登壇） 

○副村長（火山敏光君）○副村長（火山敏光君）○副村長（火山敏光君）○副村長（火山敏光君） 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶を申し述べさ

せていただきます。 

 ただいま議員各位のご同意をいただき、改めて職責の重さを痛感するとともに、田村村

長が目指すワンランクアップの村づくり実現のため、最善を尽くす所存でございます。 

 今、村が今後持続的に発展していくためには、福祉施策の新たな展開、子育て支援の環

境づくり、人口減少対策、健康づくり、産業の振興をはじめ、多くの課題があります。 

 私は、熟慮断行を胸に、職員の資質向上や組織力向上に取組むとともに、村づくりは村

民の暮らしが起点にあることを心に期して、共働の村づくりに邁進してまいりたいと考え

ています。 

 議会議員の皆さまには、これまで以上のご指導ご鞭撻をお願い申し上げ、ご挨拶といた

します。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） これで挨拶は終わりました。 

 

◎日程第２◎日程第２◎日程第２◎日程第２    議案第４３号議案第４３号議案第４３号議案第４３号    職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について    

◎日程第３◎日程第３◎日程第３◎日程第３    議案第４４号議案第４４号議案第４４号議案第４４号    平成２５年度中札内村一般会計補正予算について平成２５年度中札内村一般会計補正予算について平成２５年度中札内村一般会計補正予算について平成２５年度中札内村一般会計補正予算について    

◎◎◎◎日程第４日程第４日程第４日程第４    議案第４５号議案第４５号議案第４５号議案第４５号    平成２５年度中札内村介護保険特別会計平成２５年度中札内村介護保険特別会計平成２５年度中札内村介護保険特別会計平成２５年度中札内村介護保険特別会計補正予算について補正予算について補正予算について補正予算について    

◎日程第５◎日程第５◎日程第５◎日程第５    議案第４６号議案第４６号議案第４６号議案第４６号    平成２５年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算につい平成２５年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算につい平成２５年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算につい平成２５年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算につい    

                                                    てててて    

◎日程第６◎日程第６◎日程第６◎日程第６    議案第４７号議案第４７号議案第４７号議案第４７号    平成２５年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算につ平成２５年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算につ平成２５年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算につ平成２５年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算につ    

いていていていて    

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） この際、日程第２、議案第４３号、職員の給与の臨時特例に関す

る条例の制定について、日程第３、議案第４４号、平成２５年度中札内村一般会計補正予

算について、日程第４、議案第４５号、平成２５年度中札内村介護保険特別会計補正予算

について、日程第５、議案第４６号、平成２５年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予

算について、日程第６、議案第４７号、平成２５年度中札内村公共下水道事業特別会計補

正予算についての５件を一括して議題にいたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

 田村村長。 

（田村光義村長登壇） 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） ただいま、一括上程議題に供されました、提案の趣旨について、

ご説明申し上げます。 

はじめに、職員の給与の臨時特例に関する条例の制定につきまして、国における厳しい

財政状況及び東日本大震災に対処する必要性から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例

に関する法律が公布され、地方公務員については、同法の趣旨を踏まえ自主的かつ適切に
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対応することとされていることから、本年７月からの平成２６年３月までの９か月間、職

員給与の減額措置を講ずるものであります。 

次に、職員の給与の臨時特例に関する条例に関連する、各会計補正予算についてご説明

申し上げます。 

一般会計補正予算でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額から、それぞれ７２９万

８，０００円を減額し、総額を３６億１６７万３，０００円に調整したものであります。 

次に、介護保険特別会計でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額から、それぞれ１

３万９，０００円を減額し、総額を２億２，８４５万３，０００円に調整したものであり

ます。 

次に、簡易水道事業特別会計でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額から、それぞ

れ１２万５，０００円を減額し、総額を１億２，１２７万９，０００円に調整したもので

あります。 

次に、公共下水道事業特別会計でありますが、既定の歳入・歳出予算の総額から、それ

ぞれ９万円を減額し、総額を１億５，３０８万円に調整したものであります。 

詳細については、担当課長より説明申し上げますので、よろしくご審議、ご決定くださ

いますよう、お願い申し上げ説明を終わります 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 補足説明を高桑総務課長、お願いいたします。 

○○○○総務課長総務課長総務課長総務課長（（（（高桑浩高桑浩高桑浩高桑浩君）君）君）君） 補足説明を申し上げます。 

 黒ナンバー１３番、議案書の４ページをお開きください。 

 第１条第１項は、給与の額の特例期間を平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日

までとしております。 

 削減率は表の通り、職務の級に応じて定めており、２級以下が１００分の２．０、３級

が１００分の３．５、４級及び５級が１００分の５．５、６級が１００分の７．５で、若

年層に配慮しつつ、ラスパイレス指数を１００以下にしようとするものでございます。 

 その他、第２項は、休職者の給料、第３項は、時間外勤務手当等、第４項は、５５歳以

上の特定職員の給料。 

 第２条は、育児休業の部分休業職員の給料。 

 第３条は、介護休暇職員の給料について定めております。 

 期末勤勉手当及び管理職手当の削減はいたしません。 

 次に、給与削減に伴う各会計補正予算について説明いたします。 

 一般会計補正予算書の２３ページをお開きください。 

 給与費明細書ですが、一般職総括の比較の欄をご覧ください。 

 この臨時特例条例による給料の削減額は８４５万円で、右に移りまして、共済費は１３

５万３，０００円、その下段、中段にあります時間外勤務手当は２８万１，０００円で、

削減額の合計は１，００８万４，０００円であります。 

 なお、今回の臨時特例とは別に、平成２０年１２月期から本年６月期まで、５年間、職

員の給与に関する規則の附則改正によりまして、その支給を凍結していました３級以上の

職員を対象とした期末勤勉手当の加算について、凍結を解除し、本年１２月期から本則通

り支給することとしたため、期末手当２０５万１，０００円、勤勉手当１００万９，００

０円を追加しております。 

 介護保険、簡易水道事業、公共下水道事業特別会計についても同様で、４会計合わせて

総額１，０９８万９，０００円の削減であります。 
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 なお、期末勤勉手当については３３５万７，０００円を追加しております。 

 各特別会計の補足説明については省略させていただきます。 

 次に、戻っていただきまして７ページをお開きください。 

 歳入について申し上げます。 

 １７款繰入金の財政調整基金繰入金で、歳出に見合う額として７２９万８，０００円を

減額し、調整するものであります。 

 介護保険及び公共下水道特別会計は、一般会計繰入金で調整し、簡易水道事業特別会計

は、共同施設維持管理負担金で財源調整をしております。 

 なお、消防職員については、この後の南十勝消防事務組合の補正予算で、同様の調整を

行うこととしており、参考までに、削減額は１８６万２，０００円で、消防職員を含めた

削減額の合計は１，２８５万１，０００円となります。 

 以上で、補足説明を終わります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） これで提案理由の説明は終わりました。 

 これから５件を一括して質疑を行います。 

 ５番黒田議員。 

○○○○５番５番５番５番（（（（黒田和弘黒田和弘黒田和弘黒田和弘君）君）君）君） それでは、まず何点かお聞きをしたいというふうに思います。 

 今、一般会計、その他特別会計の提案もありました。 

 それで全体まとめてなのですが、確認をしたいのは、給与平均削減率、新聞にも出てい

ましたけども、改めて伺いたいというふうに思います。 

 さらに、対象の正職員数について、合計何人なのか。 

 削減総額については、ただいま総務課長の方からありましたが、一人当たりに直すと幾

らになるのか教えていただきたいと。 

 さらに、ラスパイレス指数ですが、平成２４年のラスパイレス指数、１０５．４という

数字が出ておりますが、この提案によって、ラスについては幾らになるのかということを

お聞きをしたいというふうに思います。 

 さらに、期末勤勉、管理職手当については削減しないということで理由が述べられまし

たが、まず、そこら辺の理由を聞きたいというふうに思います。 

 以上、何点かお答えをいただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 高桑総務課長。 

○○○○総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君） １点目の平均削減率ですけれども、加重平均をしまして、４．

０２％になります。 

 対象職員数は、４会計合わせまして、正職員で７５人です。 

 一人当たりの削減額は、これは給料と時間外勤務手当、共済費を含めて申し上げますと、

１４万６，５２０円です。 

 ラスパイレス指数ですけれども、この削減によって９９．６％と推計をしております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 火山副村長。 

○○○○副村長副村長副村長副村長（（（（火山敏光火山敏光火山敏光火山敏光君）君）君）君） それでは、期末勤勉、それと管理職手当の削減をしない理由と

いうことでございますので、まず、管理職手当の関係でございます。 

 根本的には国をベースにということでございますので、管理職手当については、国の課

長職、それから補佐職と比較した場合に、私どもの管理職の現在支給している管理職手当

は、国の管理職手当を仮に１０％減額したとしても、これを上回る水準にはございません。 

 それを下回る水準ということでございますので、管理職手当については減額をしないと
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いうことで判断をさせていただきました。 

 もう１点、期末手当の関係でございます。 

 ラスパイレス指数についても、直近の数字で言いますと９７．３％であったかというふ

うに思います。 

 これ以外にも、過去４年半、役職加算の凍結ということで、職員の給与削減措置を講じ

ております。 

 こういったことを総合的に判断をさせていただきまして、給与削減によるさまざまな影

響も考慮しながら、最終的には基本給だけの減額ということでご提案をさせていただいた

ところでございます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 提案の内容はおよそわかりました。 

 私も今年の３月の予算審議の本会議でも相当詳しく質疑をいたしましたが、もし、国公

に準じなければ、村に入ってくる地方交付税については、その時点では約２，４００万円

の減になると。給与分がですね。 

 さらに、地域元気づくり事業ということで、過去の人件費あるいはまた、職員削減の実

績に応じて新たに配分されることでございますが、これについては９５０万円交付になる

ということで、１，４５０万円の減額になるということが、３月の議会で明らかにされて

おります。 

 それが国公に準じなければそうなるよということですが、ただいま提案のありました基

本給についてはわかりますけども、その他手当等々については、いわゆる国公に準じない

というこんな提案でございますけれども、それらを勘案して、恐らく交付税についてはい

くらか削減されていくことになるのではなかろうかなというふうに、私は理解をするので

すが、そこら辺の給与分、あるいはまた地域元気づくり事業等々について、いくらの試算

をされておられるのか。 

 その辺を明確にお答えをいただきたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 明確な数字ということでございますが、３月にお答えをさせて

いただいた数字と、まだ交付税の計算の基本的な単位費用等が来ておりませんので、今明

確な数字としては、３月にお答えした、いわゆる今ご質問の中であったように、削減見込

み分としては２，４００万円、元気としては９５０万円、差引ですから１，４５０万円と

いうことでございます。 

 先ほど総務課長が申し上げましたように、今回の削減額１，１００万円程度でございま

すので、そういった心配については、前年度の繰越金もございますし、予算の中でも一定

の財源を確保させていただいて、住民サービスには支障が起きないように、最善の努力は

させていただいておりますけれども、今後も予算執行の中で、それぞれ経費の削減ができ

るものについては、十分経費の削減に努め、あるいは、時間外手当の抑制等含めて、そう

いった財源の穴が大きくならないように、それともう一つは、まだ交付税の算定がされて

おりませんので、当初段階では予算計上上はかなり厳しく交付税の額を見込んでおりまし

て、今、そこまで厳しく見なくても、もう少し財源的に余裕があるのかなというような、

そんな見込みも若干ございますので、ご指摘の部分、ご心配の点、生じないように、財源

の確保には十分意を配してまいりたいというふうに思っております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 
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○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） ちょっと村の財政を聞いていることではないのだよね。 

 私が言っているのは、交付税の関係なのですが、まったく削減しないでそのまま通過す

るということになれば、さっきの数字になると。 

 これについては３月の時点で明らかにされているわけですが、今回、国公にある程度準

じるというのかな、手当についてはそれぞれ削減しないということですから、そこら辺も

総体含めて、当初言っていた２，４００万円の部分がどうなのかという、そこら辺を、ま

だ国からの形がきちっと来ておりませんからいくらなんていうことの細かい数字は出ない

というふうに思うのですが、当然、そういう形になりますと、どのぐらいの額になるのだ

ろうということについては、当然試算する中で提案されているというふうに思うのです。 

 それらについて明らかにしてほしいということで、村のそうすることによって財政がど

うだこうだということは聞いておりませんので。 

 その部分についてお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 高桑総務課長。 

○○○○総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君） 先ほど、副村長がご説明した通り、交付税の算定、７月なもの

ですから、３月時点でご説明いたしました給与削減の見込み額、それから、元気づくり交

付金の見込み額、差引の額については現段階も変わっておりません。 

 今回は、給料だけの削減ですけれども、この交付税への影響についてはラスパイレス指

数ということですので、期末手当の削減の有無が交付税の算定に影響するというものでは

ございませんので、期末勤勉手当を今回削減するという提案はしていませんけれども、そ

のことで交付税の額の変化への影響はないということでございます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） そのほか、ご質問。 

 ３番知本議員。 

○○○○３番３番３番３番（（（（知本正幸知本正幸知本正幸知本正幸君）君）君）君） 何点か質問したいと思います。 

 今回の給与削減については、３月に組合に提案したというふうにお聞きしておりますけ

ども、その後、組合との協議というか、話し合いはどうなっているのかなということと、

あと、２点目ですけど、新聞にも報道されておりました幕別町について、管内町村で２例

目というか。 

 ここら辺、管内の状況というのかな、当然把握して今回提案していると思うのですけど

も、そこら辺の管内の状況はどうなっているのかと。町村ですね。 

 そこら辺の状況を教えてください。 

 あと、３点目、特別職も連動している町村も道内的にはあるかと思います。 

 あと、議員の報酬も含めて。 

 ここら辺についてどのような考え方を持っているのかということ。 

 あと、全国的には役場の職員の中でも、嘱託職員や臨時職員の給与も上げているところ

もあるとお聞きしております。 

 本村においては、準職員も含めてどういうことなのかなということと、役場ではないの

ですけども、社協の職員あたりも役場の職員に準ずるということになっているみたいです

けども、そこら辺まで影響してくるものなのかどうなのかということ。 

 あと、５点目ですけど、役職加算の凍結部分ですね。 

 今回、セットで提案ということです。 

 この役職加算、一時期、管内的にもかなりやっていたかなと思うのですけども、その後、

最近の管内の実態はどういうことになっているのかなということ。 
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 あと、最後ですけど、期末手当に今回反映されないということで、今やりとり聞いてい

ました。 

 幕別あたり、今回提案されているのですけども、こういった形なのかどうなのか。何か

帯広市も新聞では期末手当反映されないのかな。 

 そこら辺の実態わかっていたら教えてほしいと思います。 

 以上、６点についてお願いします。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） それでは、私の方からお答えをさせていただきまして、もし抜

けがあれば総務課長の方から補足をさせていただきます。 

 まず、組合との交渉の関係でございますけれども、２月の２１日に組合に提案をさせて

いただきました。 

 その後、３月の２６日、それから５月の２０日、２９日、それから６月の３日、６月の

２１日ということで、私だけではなくて、村長も交渉に入っていただいて、組合とは最終

的には組合にもご理解をいただいた上で妥結をして、今回の提案ということでございます。 

 その中では、いろいろ削減率の問題とかございましたけれども、それは双方妥協点を見

出して合意に至ったという経過がございます。 

 次が、新聞で報道されております十勝管内の状況でございますけれども、幕別町につい

ては、もうすでに議決済でございます。 

 帯広市は、昨日の午後から議案の提案がされたというふうに情報は入ってございますけ

れども、ちょっと議決の状況まで、今の時点で私確認しておりませんので。 

 ２件はそういった議会議決、提案が済んでいると。 

 加えまして、今聞いている範囲では、音更町、上士幌町は実施を検討中ということでご

ざいます。 

 その他の町村については、７月１日ではなくて、８月１日あるいは９月ということで、

時期は不明確な部分もございますけれども、削減内容も未定ですが、何らかの形で削減措

置を講じたいということで組合と交渉をしている町村がございます。 

 また一方では、これまで基本給等の大幅な独自削減をやっていらっしゃる町村もござい

ますので、そういったところについては、削減の予定がないというふうに明言をしている

町村もございます。 

 現在のところは、ちょっと対応がバラバラな状態でございますが、聞くところによると、

それぞれが何らかの対応は検討しなければならないというような方向に向きつつあるのか

なというふうに押さえてございます。 

 次に、特別職の削減の関係でございますけれども、今般、特別職については提案をさせ

ていただいてございません。 

 特別職については、ご承知のとおり役職加算を本則で廃止をしてございます。 

 それから、今年の人事院勧告あるいは国の骨太の方針なんかを見ておりますと、かなり

給与の抑制については継続する可能性があるのかなと、そんなことが諸々の状態ございま

すので、今ご質問にもございましたように、今後、議会議員さんの報酬も含めて、検討課

題として議会とも調整をさせていただいた上で、特別職の報酬等審議会の意見も聞きなが

ら、最終的な判断をしていきたいということで、今回は提案をさせていただいてございま

せん。 

 次が、定数外、それから嘱託職員への波及でございます。 
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 ご承知のとおり、定数外の職員、あるいは嘱託職員については、村の職員の給与ベース

を基本に給与の決定をさせていただいていますが、いわゆる基本ベースが職員とはかなり

差がございます。 

 嘱託職員についても手当等全て出しているわけではございませんので、これについては、

一般職だけに限って適用させていただきまして、定数外臨時職員あるいは嘱託職員につい

ては対象外と。 

 したがいまして、補助金等で人件費を負担している場合についても、それらについては

削減をしないということで、方向性を整理をさせていただいてございます。 

 次が、役職加算の凍結の状態でございますけれども、十勝管内、これまで役職加算の凍

結をしている町村がございました。 

 昨年で言いますと、記憶では、私どもと陸別町が役職加算の凍結をしておりましたが、

ほかの町村については、特別職の場合は２分の１とかそういう取組みがございますが、一

般職については、役職加算の凍結はほぼ解除してございまして、陸別についても、２５年

度については、役職加算の凍結は確かしていないというふうに情報で聞いてございます。 

 次に、ほかの町村の削減の状態でございますが、幕別については、給与の削減のみとい

うことでございます。 

 帯広市はちょっと提案の中身、昨日新聞で見ていますが、ちょっとその辺、最終的な議

決内容把握しておりませんが、給与とそれから手当の一部というふうに聞いておりますし、

管理職手当もその中に入っているのかなというふうに思っています。 

 ほかの町村の状況では、基本給だけを提案している自治体、それから、基本給と期末手

当の削減、あるいは管理職手当の削減を提案しようとしている自治体ということで、まだ

その辺、交渉段階なものですからきちっと把握はできておりませんけれども、概ね、基本

給についてはラスパイレス指数、これをめどに何らかの対策が必要だというような町村の

流れが、今大きな動きかなというふうに思っておりますが、ちょっと不足がございました

ら総務課長の方から追加をさせていただきます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） 大体の概要はわかりました。 

 ２点目の管内状況ですね。 

 まだ管内の多くの町村は二の足踏んでいるというのか、状況見ということで。 

 ただ、国で言う７月からという部分では、幕別が決定して、中札内と。 

 もし決定すればですね。 

 結果的に２町村だけということにもなりかねないのかなという、そんな気がしています

けども、まだ議会開会しているところもあるのかもしれませんけども。 

 幕別については、いろんな合併絡みで独自の削減全くやっていないという特殊な事情も

あって、今回やったのだと新聞報道にも出ていましたけど。 

 うちの場合はどうなのかなという感じがしています。 

 特に地方６団体、全国町村会や議長会、北海道議長会や十勝の町村会も、新聞報道では、

地方分権の根幹にかかわる非常に重大な問題であるということで、遺憾の意を表明して、

北海道の議長会、十勝の議長会も反対の決意表明をしている中でございます。 

 その中で、今回、村長として提案したということに対して、どのように村長理解して、

今回提案に至ったのか。 

 そこら辺の基本的な考え方ですね。 
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 特に村長、管内状況を重視するというか、そういうふうにずっと僕も思っていましたし、

そういう村長かなと思っていましたので、ちょっと意外だなというそんな気がしますので、

村長の考え方をお聞かせ願いたいということと、あと、役職加算ですよね。 

 これは制度としてあるので仕方がないのかなと思っていますけども、ただ、役職ない職

員、その人たちからしてみれば、言い方悪いけども、不公平だなというふうに見えるかな

というふうに思いますけども、そこら辺の考え方についても、村長としてどのように考え

ているのか伺いたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 冒頭で本当はお話するのがいい議案だったかなと思いながら、今、

私の考え方、提案に至ったところ、少しお話させていただきますけども、まず、６団体の

お話ありました。議長会のお話もありました。 

 情報としてその一因ですので、いわゆる地方の給料に対して、介入までいかないにして

も、人質が交付税ということで、非常にそういった意味では６団体で反対、あるいはそれ

ぞれ議決もしている町村もあるのでしょうか。 

 そのことには全くその通りだと思いますし、憤りを覚えているというのが一つ前提です。 

 ただ、非常に財政基盤の弱い町村にとって、この交付税が現実に、先ほどやり取りあっ

たように、減るということは、村民の年齢で見ますと、職員の給料を触らないで、その分

の財源があるないというよりも、減るというこういうことも当然私として考えなければい

けない大きな目線といいましょうか、ということで大変苦慮いたしました。 

 結果として今回提案しているわけですけども、先ほどの説明の通り、その内容について

は、最低限ラスを１００切るという条件のみを満たそうということで、お互いに、先ほど

交渉の経過もありましたし、合意を得たということで提案させていただいておりますこと

を、まず、一つ、そういった経過だということと、揺れ動いた関係についてはそういうふ

うに思っています。 

 この関係については、時限立法ということで、それをどうとるかということも非常に私

としては悩みました。 

 ３月までということで。 

 いわゆる、今までであれば、人勧の尊重、あるいは他管内の町村の尊重ということで、

このことの判断、職員の給料についてはそういった判断をしてきていることも事実です。 

 ただ、今回のこの問題については、先ほど副村長の方からも答弁させていただきました

けど、管内の経過が、いわゆる国が求めている削減、今もやっていれば、交付税を触らな

いだとか、あるいは、先ほども言いましたように、本給に相当手を付けて、それなりのカ

ットをしてきている町村もありますし、うちのように、加算分のみを削減してきてこうい

う経過にあるということで、町村にとって、今幕別の例もありましたけども、それぞれい

ろいろな削減をしてきていますし、全体をざっと見ますと、本給を手をつけているところ

がかなり多いということで、それなりに今回のことについては、町として、あるいは住民

の感情として、そこまで行かなくてもいいのではないかという判断をされているところも

あるという、こういういろんな状況があるものですから、そんな中で、私はやはり、本給

の今回のことについては、不本意ながらやらざるを得ないということと、もう一つは、ち

ょっと同じ論議ではないのですけども、加算の話も出ましたので、少しその辺の考え方申

し上げますと、５年加算を凍結して、それなりの財源が、いわゆる住民の福祉に使われて

きているというこういう事実もあります。 
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 これはどこから出てきているかというと、いわゆる自律を選んだ以降、このことばかり

でなくて、そういった絡みの中で続けてやっていきているということでございます。 

 このことをどう見るかということは、国がこれだけこういう制度を触るときには、一度、

きちっと給与制度を戻しておくことが、今後、どういった形で出るのか。増えるというこ

とはあまり想定していませんけども、きちっとした形でそのときどきの対応を、今回の例

を特に見てすべきだという判断もあって、組合の方にも、そのことが継続のずっと交渉に

なっていましたから、一緒のテーブルではないのですけども、そういったことも、やはり

この際きちっとして、今後の対応をしたいというこういう気持ちの中で、加算の復元を今

回の提案、予算として提案させていただいています。 

 ただ、若い方の問題、今言われましたけど、これは制度としてそこには加算がないわけ

で、その不公平を解消するというこういう制度ではないなということで思っておりますの

で。 

 元のいわゆる国で決めている形に村も戻したいと、こういうことで判断をいたしました。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ３番知本議員。 

○○○○３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君）３番（知本正幸君） 村長も苦渋の選択だったということで、心中は大変理解はできる

わけですけども。 

 これまでの人件費削減の努力というのかな、それらが全く評価されない中で、国の言う

そのままに減らしていくというのは、国のやり方に対して非常に憤りを感じておりますし、

頑張っている町村もいっぱいあるので。 

 そういった立場で見ると、ちょっとどうなのかなというふうに、僕自身思っています。 

 交付税を減らされるというのは非常に深刻な問題で、ただ、今回の削減については、財

源の確保のための削減ではないのですよね。はっきり言って。村長も言っていましたけど

も。 

 そういう中では、本当に、何と言うかな、人事院勧告もされないで震災復興のための、

国家公務員がやるから町村も何らかの形でやろうと、やれということで、非常に国に対し

て怒りというのか、やり方に対して非常に疑問を持っているものでございますが、そこで、

村長に伺いたいのは、今回、そうすることによって地域の経済、大きな額ではないのです

けども、職員のそういう士気というかな、やる気、特に村長の政策には、職員の、役場の

頑張りというかな、頑張る役場づくりというか、そういう項目も入っています。 

 そういう面で、職員の士気の影響する部分ってあるのかなと思います。 

 職員組合が合意したからそれでいいだろうということではないと思います。 

 やはりいろんな考え方の職員もいると思いますし、そこら辺について、村長として全職

員に理解を求めるというかな、そうすることが職員の士気につながっていくのかなという

ふうに僕は思っているのですけども、そこら辺、村長として全職員にどのようにこれから

理解活動をしていくのか。 

 そこら辺について、最後に伺いたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） ご意見のとおりだと思います。 

 大変そういった意味も含めて苦渋の部分ありましたし、特に組合とは交渉をして、組合

の報告の中では多分私の意思も相当伝えられたのだろうなということで思っておりますけ

ども、特に管理職の皆さんには、このことについては提案をしているということだけでし

たので、過日、管理職の皆さんにも集まっていただいて、基本的な考え方と交渉の経過に
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ついてはお話をしました。 

 全職員にということは、近々、切り替えがありますので、その中でまた改めて、それぞ

れの立場の理解と、直接お話をして理解をいただくというのとまた違うと思いますので、

そういった機会もありますので、その中で、ぜひ、進んでしまいますけども、そういった

改めて協力というか、考え方をお話して協力をいただく、士気を下げないで頑張ってほし

いというようなこういうようなお話はさせていただきたいなと、こういうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） そのほか。 

 ６番男澤議員。 

○○○○６番６番６番６番（（（（男澤秋子男澤秋子男澤秋子男澤秋子君）君）君）君） 今、いろいろと二人の議員の説明から大体の内容はわかったので

すけれども、私の方から１点だけお聞きしたいと思います。 

 この削減幅ということは新聞に載っていましたけれども、一人当たり１４万６，５２０

円というような新聞報道がありましたけれども、この金額というのは本当に大きい金額だ

なというように私は思っておりまして、そのことによって職員の生活設計も狂ってくるの

ではないかなというようなことも考えられるのですけれども、そういう職員の、例えば、

ローンを払っていこうと思ったところがなかなかそういうようなことが思うようにいかな

いとか、そういうようなことになったときに、それに対する何か配慮など考えていらっし

ゃるのかどうか。 

 その点についてお伺いいたします。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） おっしゃっている意味はわかります。 

 生活設計に影響があるということでございますが、そこは、今回議案に提案させていた

だいているように、９カ月ということでございますので、何とか乗り切っていただく努力

をしていただくしかないなと思っていますし、職員に対して違う形の金銭給付だとか支援

をしますと、これは給料以外の現物給付になりますので、これはちょっと方法論として非

常に、今の制度の中では難しいというふうに、今お聞きをして判断をしてございますので。 

 そこは、何かあれば、個人的な相談ぐらいには乗っていきたいなというふうに思ってお

ります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ６番男澤議員。 

○○○○６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君）６番（男澤秋子君） 個人的に相談は乗るということなのですけど、例えば、組合が借

りやすいような共済資金というような、そういうような資金があるのかなというように思

うのですけども、そういう資金に対して、例えば、制約があったとしたら、そういう制約

や何かも緩和をするなどしていただけると、そういう資金をちょっと借りて一時的にそう

いうことを乗り切るというようなことも職員は考えることも妥当だというように私は考え

るのですけれども、その点についてはどうでしょう。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 高桑総務課長。 

○○○○総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君） 現在、市町村職員共済組合、それから、職員組合が加入してお

ります労働金庫で、それぞれ貸付条件がほとんど誰でも借りれるというような条件の資金

がございますので、そういったもの、もしもお困りの職員がいて相談があれば、そのよう

な資金を紹介をしたいなと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） そのほか、ご質問。 

 ２番佐藤議員。 

○○○○２番２番２番２番（（（（佐藤耕平佐藤耕平佐藤耕平佐藤耕平君）君）君）君） 一つ確認なのですけども、職員数が平成１３年度は８７人で、２
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３年度の時点では、職員数７７人ということで１０人削減されていると思うのですけども、

これ、もし今わかれば、人件費総額どれぐらい削減されたのかということと、あと、２３

年度について、５０代を中心に給与カットなども行っていると思うのですよね。 

 その結果、一人当たり約１１万５，０００円、総額７５８万円削減しているということ

なのですけども、これを見ても全くここの間、給与削減や人件費の削減を行っていないと

いうことは言えないと私自身考えるのですけども、その辺についてお聞きします。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 高桑総務課長。 

○○○○総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君） 平成１３年から２３年までの職員数の削減については、それぞ

れ行政改革大綱、あるいは定員適正化計画に基づいて、民間委託等の手段も講じながら削

減をしてきていまして、今の人件費の削減総額については手元に資料ございませんので、

申し上げることができません。 

 平成２３年の人事院勧告に基づいて、国家公務員に準じて５５歳以上の職員について、

１．５％の削減をしております。 

 これについても、額の総額については今手元にございませんけれども、対象人数がそれ

ほど多くございませんので、効果額というのも変ですけども、削減額についてはそう大き

なものではないと思っております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） ２３年度に総額７５８万円削減というのは、昨年の１１月の広報

にも出ていたと思うのですけども、それは間違いはないですよね。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） そのほか、ご質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） これで質疑を終わりたいと思います。 

 議案第４３号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 反対の方の討論から許したいと思います。 

２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） それでは、今回のこの条例案改正について、反対の立場で討論さ

せていただきます。 

 この間、一部給与カットや職員数を減らすなどして、人件費の総額としての削減なども

行ってきていると思います。 

 全く手を付けていないということもないのではないかと私自身考えています。 

 地方公務員の仕事というのは、本当に、医療介護、そういう社会保障にかかわることの

ほかにも、さらに地域の産業である農業であったり、地域経済振興など本当に多岐に渡っ

て地方公務員の業務というのはあると思うのですよね。 

 それに加えて、東日本大震災の中で、今後は本当に防災に対しても大きな職員の業務の

ウエイトが大きくなってくると思うのですけども、そういう中、職員数、この間削減して

きたり、それによる業務の多忙も増えていると思うのですけども、そこにさらに給料を削

減するということは、やはり職員に対する、先ほど生計の話もありましたけども、生計や

士気にも大きく影響してくると。 

 やっぱり役場の給与が下がると、民間の給与にも必ず波及していくという大きな問題も

あります。 

 何より、私自身問題にしている、考えているのは、やはり今回、給与削減しないと交付
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税を減らすという本当に、先ほどほかの議員から地方自治への介入ではないかという話も

ありましたけども、私自身も同様に考えていますので、以上の理由で反対したいと思いま

す。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 次に、賛成の方の討論をお願いします。 

５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） それでは、私は原案に賛成ということで討論をさせていただきま

す。 

 その理由でありますが、昨年の２月２９日に、国は我が国の厳しい財政状況、あるいは

また、東日本大震災の復興財源を捻出するために、国家公務員の給与を、平成２４年度か

ら２年間、平均で７．８％削減するという臨時特例法がすでに成立しております。 

 その後、国は平成２５年度の地方公務員の給与については、速やかに国に準じて、今年

７月から来年３月まで引き下げるという要請が、今年１月２８日に全国の地方自治体に通

知がされました。 

 本村の給与につきましては、以前から引き上げるときも国家公務員に準じて改定してき

ており、また、本村は行政改革ということで、これまで独自に基本給等の削減を行ってい

ないということでありますので、当然、今回も国に準拠して改定すべきでございます。 

 私も国が地方公務員の給与費に係る地方交付税を一方的に削減するような処置には納得

できるものではございませんが、現実に給与分から地域元気づくり事業費を差し引いても

１，４５０万円という交付税が削減をされ、また、削減分を支給されるということになり

ますと、住民からみるとダブルパンチの額ということになりまして、その財源が住民サー

ビスの低下を招くことにつきましては明白でありますので、今年度の村職員給与につきま

しては、先ほど、期末勤勉手当あるいは管理職手当ということで、そこまでいっておりま

せんが、一定の国公に準じることが当然であるというふうに私は考えますので、原案に賛

成することで討論を終わります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 反対の方の討論はありませんか。 

 なければ賛成の方でも結構です。 

 ４番笠松議員。 

○４番（笠松直君）○４番（笠松直君）○４番（笠松直君）○４番（笠松直君） 今、佐藤議員、黒田議員が発言されました。 

 内容はほとんど同じなのです。 

 国のあり方には憤りを感じているのは全て同じだと思います。 

 だけども、憤りを感じているといってどうしようもないのもまた現実でありまして、な

るほどな、３割自治というのはこんなものなのだというふうに僕も感じております。 

 残念ではあるけれども、村長の提案に賛成せざるを得ないというふうに考えております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） そのほか、討論ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第４３号、職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてを起立により採決を

したいと思います。 

 この議案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 起立多数です。 
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 したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４４号に対する討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第４４号、平成２５年度中札内村一般会計補正予算についてを採決します。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４５号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第４５号、平成２５年度中札内村介護保険特別会計補正予算についてを採決します。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４６号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第４６号、平成２５年度中札内村簡易水道事業特別会計補正予算についてを採決し

ます。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４７号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第４７号、平成２５年度中札内村公共下水道事業特別会計補正予算についてを採決

します。 

 この議案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄○議長（髙橋和雄○議長（髙橋和雄○議長（髙橋和雄君）君）君）君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 

 １５分間休憩をしたいと思います。 

 １１時１５分から再開をさせてください。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。 

 

◎日程第◎日程第◎日程第◎日程第７７７７        請願第３号請願第３号請願第３号請願第３号    「地域医療と国立病院の充実を求める意見書」の提出を求め「地域医療と国立病院の充実を求める意見書」の提出を求め「地域医療と国立病院の充実を求める意見書」の提出を求め「地域医療と国立病院の充実を求める意見書」の提出を求め    

                                                    る請願書る請願書る請願書る請願書    

◎日程第８◎日程第８◎日程第８◎日程第８        請願第４号請願第４号請願第４号請願第４号    平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める請願平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める請願平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める請願平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める請願    

◎日程第９◎日程第９◎日程第９◎日程第９        請願第５号請願第５号請願第５号請願第５号    地方財政の充実・強化を求める請願地方財政の充実・強化を求める請願地方財政の充実・強化を求める請願地方財政の充実・強化を求める請願    

◎日程第１０◎日程第１０◎日程第１０◎日程第１０    請願第６号請願第６号請願第６号請願第６号    道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子    

どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める請願どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める請願どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める請願どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める請願    

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） この際、日程第７、請願第３号、「地域医療と国立病院の充実を

求める意見書」の提出を求める請願書、日程第８、請願第４号、平成２５年度北海道最低

賃金改正等を求める請願、日程第９、請願第５号、地方財政の充実・強化を求める請願、

日程第１０、請願第６号、道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子ど

もの実態に応じた高校づくりの実現を求める請願の４件を一括して議題にします。 

 この請願は、総務常任委員会に付託した事件です。 

 審査が終了し、委員長から報告書の提出がありました。 

 委員長の報告を求めます。 

 男澤総務常任委員長。 

（男澤秋子総務常任委員長登壇） 

○○○○総務常任委員長総務常任委員長総務常任委員長総務常任委員長（（（（男澤秋子男澤秋子男澤秋子男澤秋子君）君）君）君） 総務常任委員会審査報告。 

 平成２５年６月１８日開会の定例会において、付託された事件について審査を終了した

ので、会議規則第９４条の規定により報告いたします。 

 記。 

 １、付託事件。 

 請願第３号、「地域医療と国立病院の充実を求める意見書」の提出を求める請願書。 

 請願第４号、平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める請願。 

 請願第５号、地方財政の充実・強化を求める請願。 

 請願第６号、道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に

応じた高校づくりの実現を求める請願。 

 ２、経過。 

 審査は６月１８日全委員の出席を得て審議した。 

 ３、結果。 

 本請願の内容・趣旨は十分理解できるものである。 

 ４、決定。 
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 請願第３号、請願第４号、請願第５号、請願第６号は採択とする。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 報告が終わりました。 

 これから４件を一括して委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 請願第３号の委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 請願第３号、「地域医療と国立病院の充実を求める意見書」の提出を求める請願書を採

決します。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

委員長報告のとおり採択に決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第３号は委員長報告のとおり採択されました。 

 請願第４号の委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 請願第４号、平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める請願を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

委員長報告のとおり採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第４号は委員長報告のとおり採択されました。 

 請願第５号の委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 請願第５号、地方財政の充実・強化を求める請願を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

委員長報告のとおり採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第５号は委員長報告のとおり採択されました。 

 請願第６号の委員長報告に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 請願第６号、道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に

応じた高校づくりの実現を求める請願を採決します。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

委員長報告のとおり採択と決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第６号は委員長報告のとおり採択されました。 

 お諮りをいたします。 

 男澤議員から、意見書案第３号、意見書案第４号、意見書案第５号、意見書案第６号の

４件が追加提案されました。 

 この際、これを日程に追加し、順序の変更をしてただちに議題にしたいと思います。 

 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第３号から意見書案第６号までの４件を日程に追加し、順序の変

更をして議題にすることに決定をいたしました。 

 暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午前１１時２０分 

再開 午前１１時２１分 

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎日程第◎日程第◎日程第◎日程第１１１１１１１１    意見書案意見書案意見書案意見書案第３号第３号第３号第３号    地域医療と国立病院の充実を求める意見書地域医療と国立病院の充実を求める意見書地域医療と国立病院の充実を求める意見書地域医療と国立病院の充実を求める意見書    

◎日程第１２◎日程第１２◎日程第１２◎日程第１２    意見書案意見書案意見書案意見書案第４号第４号第４号第４号    平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める意見書意見書意見書意見書    

◎日程第１３◎日程第１３◎日程第１３◎日程第１３    意見書案意見書案意見書案意見書案第５号第５号第５号第５号    地方財政の充実・強化を求める意見書地方財政の充実・強化を求める意見書地方財政の充実・強化を求める意見書地方財政の充実・強化を求める意見書    

◎日程第１４◎日程第１４◎日程第１４◎日程第１４    意見書案意見書案意見書案意見書案第６号第６号第６号第６号    道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域    

や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求めるめるめるめる意見意見意見意見    

書書書書    

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） この際、追加日程第１１、意見書案第３号、地域医療と国立病院

の充実を求める意見書、追加日程第１２、意見書案第４号、平成２５年度北海道最低賃金

改正等を求める意見書、追加日程第１３、意見書案第５号、地方財政の充実・強化を求め

る意見書、追加日程第１４、意見書案第６号、道教委「新たな高校教育に関する指針」の

見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書の４件を一括して

議題にいたします。 

 お諮りをいたします。 

 この意見書案第３号から意見書案第６号までの４件について、会議規則第３９条第２項

の規定により、提案理由の説明を省略したいと思います。 
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 このことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第３号から意見書案第６号までの４件は提案理由の説明を省略す

ることに決定をいたしました。 

 意見書案４件を一括して質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 意見書案第３号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 意見書案第３号、地域医療と国立病院の充実を求める意見書を採決します。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。 

 意見書案第４号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 意見書案第４号、平成２５年度北海道最低賃金改正等を求める意見書を採決します。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。 

 意見書案第５号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 意見書案第５号、地方財政の充実・強化を求める意見書を採決します。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。 

 意見書案第６号に対する討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 意見書案第６号、道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実

態に応じた高校づくりの実現を求める意見書を採決します。 

 この意見書案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君）○議長（髙橋和雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第１５◎日程第１５◎日程第１５◎日程第１５    一般質問一般質問一般質問一般質問    

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 追加日程第１５、一般質問を行います。 

 質問、要旨、答弁はそれぞれ簡略明解にお願いをいたします。 

 順次、質問を許します。 

 通告順により、４番笠松議員。 

○○○○４番４番４番４番（（（（笠松直笠松直笠松直笠松直君）君）君）君） エゾシカの被害対策について。 

北海道は増え過ぎたエゾシカを平成２８年をめどに３８万頭にまで減少させる目標を立

てています。 

本村も従来は１５０頭であったエゾシカの年間捕獲目標が「中札内村緊急捕獲等計画」

により、２５０頭に引き上げられました。 

エゾシカ対策が単純な動物愛護から、人工的な頭数管理へと着実に変化している表れで

あり、エゾシカによる農作物の食害に心を痛めていた者の一人として、朗報であると期待

しています。 

本村では、道に提出された「捕獲等計画」に基づき、鳥獣被害対策実施隊が設置され、

４月に西札内牧場周辺において、エゾシカの一斉駆除が行われました。 

具体的な成果については、目ざましい効果があったとは言い難い面もあるようですが、

従来個々に行われてきた対策が、組織化されたことこそが評価されるべきだと考えます。 

捕獲目標の確実な達成には、銃による組織的な対策が肝要との観点から以下おたずねし

ます。 

１、組織化をより効果的に行うには、より広域的な取組みが必要で、他市町村、特に更

別村との連携を目指すべきだと考えますがいかがでしょうか。 

２、対策実施隊の主要構成員である猟友会の育成のより一層の強化が必要であると考え

ますがいかがでしょうか。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 答弁、田村村長。 

○○○○村長村長村長村長（（（（田村光義田村光義田村光義田村光義君）君）君）君） エゾシカの被害対策についてでありますが、１点目のエゾシカ被

害対策における広域的な取り組みについては、現在のところ具体的には行っておりません

が、エゾシカが市町村の境界を越えて移動することから、十勝管内では広域の協議会を組

織し、侵入防止柵を設置している地域もあります。 

しかし、一斉駆除については、白糠町や浜中町のように、それぞれ自衛隊との協力によ

り実施している事例はあるようですが、複数の自治体が協力して実施しているケースはあ

まり無いようです。 

北海道が策定した第４期エゾシカ保護管理計画の中では「広域的な捕獲体制の整備に努
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める」としていることから、今後、猟友会会員の高齢化、減少による捕獲従事者の確保対

策として「更別村や帯広市など他地域からの支援従事者の受入」についても検討する必要

がでてくると考えられますので、総合振興局単位に設置される地域連絡協議会などでの情

報収集に努めてまいります。 

また、今回のような組織的な駆除はチームで行われるため、狩猟のノウハウを会員相互

に伝達することができ、全体の捕獲技術の向上が図られるという利点があることから、今

後も引き続き他市町村の先進事例を研究しながら取組んでまいります。 

２点目の猟友会の育成のより一層の強化についてですが、村では、猟友会会員の拡大な

どを目的に、農家を対象として狩猟免許取得費用を助成するとともに、会員が有害鳥獣を

駆除した場合には、それぞれ補助金や賃金をお支払しております。 

さらに、今年度から３年間、国の補正予算により緊急捕獲対策が実施されることになり、

本村においても駆除した対象動物ごとに補助金を上乗せ支給することにしております。 

本村猟友会の会員数は現在１８名で、昨年に比較して３名増えてはいるものの高齢化は

進んでいます。 

特に銃猟免許の所持者は、一斉駆除などによるエゾシカの頭数調整を実施するため、今

後ますます必要性は高まるものと認識しております。 

現在、国において、鳥獣保護法の抜本改正に向けた検討が始まっており、秋までに取り

まとめる予定の見直し案では、年々減少しているハンターの育成や確保策などにも言及す

る見通しで、市町村に対する財政支援の在り方にも触れる可能性もあると聞いております

ので、その動向を見極めながら駆除の主体である猟友会の育成対策の具体化に取組んでま

いります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ４番笠松議員。 

○○○○４番（笠松直君）４番（笠松直君）４番（笠松直君）４番（笠松直君） １点目の広域化ということなのですけども、実はこれは、特に更別

村を念頭に置いておりまして、本村と更別村は、例えば、議会同士の交流会などもありま

す。 

 たまたま交流会の場所で、冗談に中札内のシカが更別に来て悪さするのではないか。こ

っちはこっちで更別のシカが中札内に来て悪さするのだ。 

 これは今のところ冗談なのですね。 

 でも、こういう活動が効果を挙げて、本村でも捕獲頭数も増加する。 

 当然、中札内村のシカは追い払われてどこかへ行くこともあるだろう。 

 多分、地政学的に見て更別へ行くことが多いのだろうと思うのですね。 

 そういうのは現実になると冗談では済まない。 

 もともと仲良くやっていかなければならない村同士ですから。 

 こういう活動が成果を挙げればそうなるだろうということは今のうちから予測がつくの

で、そうならないうちに何か手を打つべきだろうと。 

 手を打つといっても大変だと思うのですが、例えば、この対策隊、これは道の方針で補

助金が付いていることなので、多分、ほかの市町村でもこういう隊を組織していると思う

のですね。 

 例えば、更別にこういう隊をつくりましたからなんていうことを聞いて、一緒にやりま

せんかなんていうことがあったり、それから、今回、４月に一斉駆除が行われました。 

 今回は第１回目ですから、最初からどうのこうの言うことはないのですけれども、やは

り餅は餅屋ですから、もっと猟友会、丸投げするわけにはいかないでしょうけれども、積
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極的に猟友会の方にもかかわってもらうようなことを考えるべきだと思うのですね。 

 そうすると、猟友会の人たち、当然村を超えて更別方面の人たちとも付き合いがあるで

しょうから、そういう広がりもできるのではないかと思うのですね。 

 そういうことで、先ほど言ったような、具体的に、本当に更別のシカが中札内に来て悪

さをしたり、中札内のシカが向こうに行って悪さをしたりということが本当に起こる前に

手を打つべきだと思うのですがいかがでしょうか。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） 不足すればちょっと課長の方からも。 

 現実的な問題もあるようですから。 

 答弁させていただきたいと思いますが、片方で全部捕れれば動かないのでしょうけども、

現実には、冗談でなくて、やはり境界線を越えて行ったり来たりするのも現実かなという

ふうに思いますし、これは実際にやるのは、村同士で話をしても猟友会の方が実際に動く

という問題が、きっかけがどうなのかも実態も私ちょっとその辺の交流も知らないもので

すから、まず、こういうご意見あったということで、最初に猟友会の方とも相談しなけれ

ば、ちょっと明解なというか、方向を出せないのかなというふうに思っていますし、この

ことについては、先ほどちょっと成果、うちの村の中ではちょっと成果挙がらないという

ことについては、猟友会と本当に一体となって取組んでいますので、一つひとつそういっ

た課題が解決すれば効果は挙がるというふうに思って、今、我慢強くやっておりますので、

そのことは理解いただきたいというふうに思いますし、一つあるのは、境界線があるとこ

ろでどういうふうに、では、銃を持ってやるのかということが、やはり危険も含めてある

やにも聞いていますので、十分、猟友会が理解のもとにどういった方法でやることが可能

なのか。協議会の話も先ほどさせていただきましたけども、そういった場でも少し、いわ

ゆる縛りがあるとすれば、それでできませんと言ってしまうと終わってしまうので、その

辺の研究も少し課題として、ご意見踏まえて、少し時間いただいて、更別さんの方にも、

村同士のまず話し合い、こういう意見あったということで、地元の猟友会さんがまずどう

いう意見を持っているかを間接的に聞く、あるいは、それが進めば、両方の猟友会でいろ

んな検討ができる。そういった糸口づくりをやってみたいなということで、ちょっと明解

な答弁でなくて申しわけないのですけども、ご意見として大変わかりますので、少し進め

てみたいと、こういうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 山崎住民課長。 

○○○○住民課長住民課長住民課長住民課長（（（（山崎恵司山崎恵司山崎恵司山崎恵司君）君）君）君） 私の方からは、１点だけお答えさせていただきたいというふ

うに思います。 

 もともとエゾシカの駆除は北海道が権限を持っておりまして、市町村ごとに許可を出し

ていると。 

 駆除のエリアを市町村に限定してそれぞれ許可を出しています。 

 ですから、許可の期間ですとかそういったものについては、全道全部一律ではなくて、

市町村ごとにある程度範囲を決めることが可能なわけです。 

 そんなこともあって、もしこの市町村間を超えて他の町村の猟友会の会員で許可を受け

た会員の方が村内で駆除をするということになれば、うちの村の駆除の許可には、他市町

村のハンターさんを全て入れるような形の許可になってしまうと。 

 この辺は北海道もさすがに考えていまして、広域的な猟友会の会員の方のやり取りが可

能かどうかということは今後も検討するというふうにお聞きをしておりますので。 
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 また、猟友会の方では帯広支部の中の中札内部会ということになってございますので、

帯広支部の会議等に出席された場合にはそういったお話もある程度聞いてこれるのかなと

いうふうに思っております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ４番笠松議員。 

○○○○４番（笠松直君）４番（笠松直君）４番（笠松直君）４番（笠松直君） 私、去年の確か６月議会だったと思いますが、やはりこのシカ問題

の質問させてもらいました。 

 そのときも申し上げたのですが、ことが銃にかかわることですので、常に危険と隣り合

わせにあります。 

 ですから、対応する村としては、慎重の上にも慎重になるのは当然のことだと思います。 

 それから、実際にシカということは、始まったばかりですよね。 

 道は確か２３年に１５万頭捕獲しようと思って、実際は１０万頭そこそこに終わった。 

 道の段階では、なかなか厳しいということで、市町村に何とか隊というものをつくって

もらおうというふうに進んできているのだと思うのですね。 

 つまり、シカ対策の流れは、やはり適正な頭数まで減らすまでは、やっぱり銃によって

組織的にやれというふうに進んでいるのだと思います。 

 ですから、難しいことは承知の上で、しかし、多分、適正な頭数に減らすためにはこれ

しか方法はないのだろうということだと思います。 

 ですから、息長く対応していただきたいというふうに考えております。 

 ２番目の猟友会の件ですが、これも実際には、ハンターの方の問題ですから、村が奨励

してどうなるというものも難しいと思っております。 

 ただ、この１年２年、村の猟友会の話を聞きますと、結構年をとった方が銃を新たに持

ち始めているらしいのですね。 

 高齢者対策として猟友会をということにはもちろんならないのですが、従来は若い方に

目が向いていたのだけれども、もう少し高齢者の方に目を向けるようなことは考えられな

いだろうかと。 

 いかがでしょうか。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○○○○村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君）村長（田村光義君） ちょっと前段の部分も触れますけども、村では基本的にやれるこ

とをやりたいということで、いろんな施策もやって、今、実施もしていますし、罠等も含

めてですね。 

 あと、国の方、あるいは道の方も本格的に、増えてしまってからやっているので、なか

なか効果が出ない面もあるのでしょうけども、今、国挙げてやっているなということで期

待する面もあります。 

 二つ目の今、ハンターの問題については、農家の方が取る分で若い方が入ってきている

のも事実です。 

 ただ、どんどん入るという状況ではありませんし、自己防衛として罠だけの方もいらっ

しゃいますので、やはりハンターが必要だということは、もう高齢化して辞められる方の

方が多いだろうという予想も立つものですから。 

 ただ、今、高齢化の方が改めて取るということができるのか、事実的にどうなのかと。 

 また、実際に持っても撃つというそういうこともあるものですから、ちょっとご意見、

そういう見方もあるかなということでご意見いただいて、また、駆除が仕事でないもので

すから、やはり趣味のところから出発される方の方が多いものですから。 
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 高齢になってからそういった銃を持ってやろうという方がいらっしゃるのかどうなのか

ということもちょっとありますし、もう一つ横行くと、全国的に見ると、いわゆる猟をす

ることが職業的なそういったことが成り立つようなことの仕掛けもどうなのだろうという

ことも、農業新聞等にも出ていますし、そういったことで、若い方が興味を持ってやって

おられる例もあるものですから。 

 どちらかというと、そちらで駆除が職業的なものになる方が可能性あるのかなと。 

 高齢の方という手もあるのでしょうけども、私としてはそういったところももしうまく、

うちだけでなるということはちょっと無理でしょうから、そういった十勝管内なんかでそ

ういったことがどうなのかということも関心持って、今いるところです。 

 ちょっと余談になりましたけど。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ４番笠松議員。 

○○○○４番（笠松直君）４番（笠松直君）４番（笠松直君）４番（笠松直君） 最初から難しい問題だということで承知で質問をしておりますので。 

 息の長い努力をお願いしたいと思います。 

 最後に、ちょっと気になることがあって、捕獲頭数が１５０頭から２５０頭に目標とし

て増えました。 

 死骸の処置なのですが、頭数が増えたことによって、その処理、例えば、最悪、不法投

棄とかいうようなことについては、何か考えておられますか。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 山崎住民課長。 

○○○○住民課長（山崎恵司君）住民課長（山崎恵司君）住民課長（山崎恵司君）住民課長（山崎恵司君） 残滓の処理ということになろうかと思います。 

 駆除をした後、肉等そういった部分を取って、その残ったものということなのですが、

基本的には、フレコンパック等に入れて、道道等南札内で、狩猟を行えば南札内のところ

まで引き出してくれれば、それを焼却処理するための手配をするという形を取っています。 

 どうしても山の中で持ってこれないというような場合については埋設を行うということ

になっております。 

 この辺は、猟友会の会員の皆さん、それぞれマナーとしてその辺は十分わかっておられ

ますし、できるだけそういったものを運んでこれるのであればできるだけ運んで来ていた

だいて、村の方で焼却をすると。そういうやり方を励行しているところでございます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 次に、２番佐藤議員。 

○○○○２番２番２番２番（（（（佐藤耕平佐藤耕平佐藤耕平佐藤耕平君）君）君）君） それでは、質問させていただきます。 

 まず１点目、村長の政治姿勢についてです。 

今の国政は、社会保障費の削減や消費税の増税、ＴＰＰ交渉への参加や原発の再稼動な

ど、国民の命と暮らしを脅かす政策を推し進めています。 

さらに、住民の暮らしや福祉を守ろうと先進的に取組む自治体に対して支援するのでは

なく、交付税を削減するなど、地方にさらなる負担を強いています。 

このように厳しい情勢のもと、「住民の福祉の増進］という地方自治体の果たす役割が、

今ほど重要なときはありません。 

近年の中札内村政は、中学校卒業までの医療費無料化や国保税の負担軽減など、住民の

暮らしを第一に考えた子育て施策や福祉施策の充実が大変喜ばれています。 

この村政を継続させ、さらに拡充・発展させていくことで、誰もが安心して暮らせる村

づくりを引き続き進めていくこと。 

基幹産業である農業を守るためにＴＰＰ参加反対を貫き、関連産業を発展させて地域経

済を活性化させていくことが必要であると考えます。 
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そして、より良い中札内村をつくっていくために、これまで以上に、村民参加を重視し

た村づくりの取組みが必要ではないかと考えます。 

村長の三期目の行政執行にあたり、以上のことについての見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） ３期目の村政執行にあたっての基本姿勢は、住んでみたい住んで

よかった、ずっと住み続けたい村づくりを進めるため、村民が主役の村政、健やかにみん

なで支えあう福祉の村づくり、産業の振興による地域経済の活性化、子どもたちが健やか

に育つ環境づくり、生活の安全・安心づくりの５本柱、３３項目の公約の実現に全力で努

力してまいります。 

特に、福祉施策については、保育料の軽減・無料化や中学３年生までの医療費無料化に

よる子育て世帯への直接的支援が、出生数の増加や定住促進にも功を奏していることから、

これらを継続するとともに、地域における生活の足確保対策などに取組みます。 

また、地域経済の振興施策については、基幹となる農業の振興のため、農業基盤整備を

継続して推進するほか、魅力ある地域資源を活かし、民間と連携した観光の振興、農業や

観光と連携した商工業の振興、中心市街地のにぎわいづくり、小規模起業の支援や道の駅

の魅力向上などに取組む考えであります。 

村民参加を重視した村づくりですが、まちづくり基本条例で、村民の参加については、

まちづくりに参加する権利、まちづくりにおける村民の責務、まちづくり活動への積極参

加を謳っており、これを基本としながら、情報を共有して、これまで以上にさまざまな場

面で幅広い村民の参加をいただき、協働による住民自治を推進してまいります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） それでは、再質問させていただきます。 

 村長が三期目の行政執行にあたり公約した５本柱、３３項目なのですけども、村民が主

役として本当に村民の福祉向上、そして地域経済の発展や産業振興のために、村政のさら

なる発展に向けた本当に重要なものであり、今後の４年間でその公約を実現することが本

当に村民のため、そして村のためになっていくと思います。 

 ぜひ、その方向で進んでいっていただきたいと私自身思います。 

 そのような中で、今の答弁にありましたけども、本当に全道的にも優位に、上の方にあ

る福祉施策ですよね。これを引き続き継続していくということで、さらには、拡充・発展

ですよね。 

 そうすることこそがやっぱり住んでよかった、さらには住み続けたいと。やっぱりそう

いうふうに思って、村民一人ひとりが思っていくようなそういう村づくりに発展していく

と思いますので、ぜひその辺、拡充・発展の方も今後４年間で期待していきたいと思いま

す。 

 そのような中で、村長の考えを幾つかお聞きしたいと思います。 

 先ほども申しましたとおり、国の悪政は日に日に本当にひどくなっていっていると思う

のですけども、その悪政の、住民を守るための防波堤となる、本当に地方自治体が果たす

役割は本当に今重要になってきていると思うのですけども、その辺について、村長の考え

を伺いたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） ご意見のとおりの動きかなというふうに思います。 

 ただ、拡充の話もありましたけども、先立つものがなければできないことも事実でして、
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その中でいかに、国の話になりますと、国は例えば、介護の話も情報だけですけども、例

えば、支援の分は市町村でと、こういうようなことを簡単に言っているのですけども、で

は、それの財源がどうなのかといったところについては明確になっていないだとか、いろ

んなことがそういうふうに、国から降りる、あるいは都道府県から市町村に下りるという

のが、特に福祉分野では現実かなというふうに思います。 

 その辺は当然、制度要望としてやるべきこともありますし、だからといって、それがな

いからすぐ明日止めますと、こういうことにはならないということも十分理解をしており

ますので、限られた財源の中で、いかにその辺の選択も場合によっては含めながら、守っ

ていくことが最大、私のやるべき努力すべき点かなということで常に思っておりますので、

今後の４年間についても、その辺のバランスを見ながら、できるだけ努力をしていきたい

ということをお答えしたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） 村長おっしゃるとおり、本当に財源確保というのが本当に重要な

問題であり、お金がないからといって、やっぱり村民に喜ばれている施策を明日、明後日

ですぐ止めますともいかない。 

 でもやっぱり財源の問題は本当に深刻であると。 

 そういった点では、先ほどの人件費、給与の削減のことも同じようなことだと思います

けども、例えば、子どもの医療費無料化をやっている自治体というのは、いろんな基準や

対象範囲に差はあるのですけども、全国すべての自治体でやっているのですよね。 

 でも、そこに対して国は支援するどころか、やはり、先ほどの給与削減のように、医療

費の国庫負担分を削るだとか、やっぱりそういうような、本当に、本当は国がそれをやっ

て頑張る地方自治体に支援しなくてはいけないのに、そういうような逆行するようなこと

をやっていると。 

 そういうことに対して、やっぱり村長自身問題点もお持ちだと思うのですけども、やは

りそこに対してもきちっと国に対して声を強く上げていくということも地方自治体が果た

す役割だと思うのですけども、その辺について見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 先ほどもちょっと、人件費というか削減の関係では、６団体の声

明上げておりますし、いろんな制度のそういったことについては、単独でというよりも、

例えば、十勝、あるいは全道、全国レベルで常にそういった国の何と言いましょうか、制

度改正によって地方が負担増になる案件については、都度上げておりますので、その姿勢

は変わりませんし、もしそういった動きが鈍いのであれば、私は十勝の中で声を上げなが

ら、全部にかかわらない問題もそういう問題はありますので、その辺は今までもやってき

ているつもりですし、今後も当然すべきことだというふうに考えておりますので、ご意見

のとおりだというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） まさに地方自治体が、ＴＰＰの、今オール十勝で、そしてオール

北海道でやっている取組みのように、やっぱり国が本当におかしいこと、誰が見てもおか

しいことをやっていることに対しては、やっぱり地方自治体も一丸となって、ほかの町村

とも協力しながら一丸となってやっていくことが本当に重要であると考えますし、そうい

うことでこれまでも取組んできているということなので、ぜひ、その考えをこれからも貫

いて行政運営をしていっていただきたいと思います。 
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 さらに、基幹産業の農業のことなのですけども、もちろんＴＰＰには今後も反対を貫い

ていくと思いますので、そちらの答弁は必要ないのですけども、さらにはやっぱり、関連

産業の振興につなげていく施策というのも今後考えていかなくてはいけない。  

 そして、地域経済そのもの、中心市街地活性化はほかの自治体でも同じような問題を抱

えているところが多いですので、どのようにしていくかというのは本当に今すぐ出るもの

でもないですけども、やはりそこら辺もきちんと考えて進めていっていただきたいと。 

 さらには、細かいことで言いますと、３月議会だとかこの間の議会の中でもいろいろほ

かの議員からもありましたけども、やっぱり地場産品の活用という点では、特に学校給食

であったり、その他公共施設なんかでも積極的に活用していくことが本当に重要だと思い

ます。 

 ちょっと詳しい数字忘れましたけど、本当に割合、地場産品を使っている割合が少なか

った記憶がありますので、その辺についてもぜひ積極的に、この４年間、今後取組んでい

ただきたいと思いますが、見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 先ほどの制度で、ちょっとこういう例があるということだけ付け

加えさせていただきたいのですけど、後期高齢者の医療制度で、実は制度矛盾が起きてお

りまして、いわゆる施設に入られた方は、入るときは住所地特例という言葉で、それぞれ

の出身の市町村が経費負担することになっているのですけども、後期高齢に移行したとき

に、中札内村に変わるということで、これも十勝管内では少ないものですから、中札内村

の制度要望として矛盾があると。 

 やはり出身されたところが持つべきだというような、こんな制度要望も実はしていまし

て、こういうものはなかなか、ちょっとほかと足並みが揃わないのですけども、村独自と

して今やっております。 

 国はそこまで考えないで制度をつくっているという点で、非常に村の負担になることな

ものですから。医療費負担になることなものですから、そういったことがちょっとありま

す。 

 そのほか、農業ＴＰＰの問題については、現状、今、状況どういうふうになっているか

ということを注視していることですし、申し上げたように、もしその中で、村としてどう

いった形にＴＰＰが落ち着くかによりますけども、集中的に、例えば、そういったことで

の対策ができるものがあればやりたいという腹構えを持っておりますし、できれば止めて

ほしいということは、これはもう一切変わっておりませんので、そういったことで関心持

っていますし、あと、うちにある地場産品の活用の問題では、給食の関係で随分質問いた

だいたり、努力もしているのですけども、流通の問題だとか、あるいはメニューの問題だ

とかいろいろ細かいことあるのでしょうけども、そのことは基本でずっとやってきており

ますし、また、外へ向けてのＰＲについても、いろいろ推奨品だとか使っていただいてい

るところのＰＲだとか、地道というか、一つひとつ積み上げてやれることをやっているし

か、今のところワーッとそのことが広がるというようなものはないのですけども、そうい

ったことで随分関心をいただいている村なものですから、発信力、できるだけ、今、観光

協会の方もやっておりますから、そういったことを積み重ねて、今後もやれることをやっ

ていくということで考えております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） 地場産品のことについてはわかりました。 



 - 29 - 

 後期医療のことに関しても、そういうふうに村の独自の施策というような形で、今検討

もしているということなので、ぜひお願いしたいと思います。 

 そして、ＴＰＰのことに関しては、やっぱり反対はもちろん貫いていくのでしょうけど

も、条件闘争に持ち込む動きが本当に危険な動きが今あると思うので、やっぱりそこはも

う条件闘争に応じない、何としても反対をやっぱり貫いていくことが重要だと思いますの

で、その辺についてもぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２問目は午後からにさせていただきたいと思います。 

 そしたら、今のご意見なのですが、見解ありますか。 

 それでは、佐藤議員の１問目の質問に対しては終わらせていただきたいと思います。 

 午後から２問目の方をお願いをしたいと思います。 

 １時まで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

再開 午後１３時００分 

 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 休憩前に引き続き、一般質問を行いたいと思います。 

 佐藤議員の２問目から進めさせていただきます。 

 ２問目、佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） それでは、午前に引き続き質問をさせていただきます。 

 村民参加を重視した村づくりという点で、答弁の中では、まちづくり基本条例にも村民

参加や村民の責務が謳ってあるということで、これを基本にして共働による住民自治です

か、これを推進していくということなのですけども、一つ提案という形なのですけども、

村づくり懇談会がやっぱり実施の回数や参加人数が少なくて、役場の方でも悩みの一つな

のかなと思うのですけども、これまでのように、各行政区から開催の要請を待つだけでは

なくて、役場の方から、この日の何時からお願いできませんかというそういうような提案

であったり、あとやっぱり、日常的に村づくりに対して意識的に考えている村民だったら、

そういう場でもすぐに意見出てくると思うのですけども、なかなかやっぱりその場に参加

しても意見が出て来なかったりするという場合も多いと思いますので、そういう場合は、

村の方から懇談内容を提供するであったり、あとやっぱり、複数の行政区、同じような問

題を抱えている行政区だったら、その行政区同士共同開催にするだとか、そういうような

工夫も一つの方策ではないのかなと考えますけども、村長の見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 今、ご提案のようなことはちょっと内部検討しておりまして、前

にもいろいろご質問いただいてやり取りの中で、なかなか減ってきている、固定化してい

るということで悩みというか現実のお話させていただきましたし、こちらから、例えば今、

申し上げたのは、防災というか災害の関係だとか、健康の関係だとか、こちらから提供で

きるようなネタを今揃えて、強制ではないですけども、そういうことでの説明やら意見交

換をしたいと。 

 当然行けば、そのほかの行政に対する全般の意見もいただくというような、こんな仕掛

けを今やりたいなというふうに思って準備をしておりますし、小さい行政区もありますか

ら、その辺は区長さんとも連絡をとって、単独では難しいなというようなところがあれば、

近くにまとめて何行政区かやるということも、その中の検討に入れていきたいというふう
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に思いますので、少しその辺の準備期間をいただければというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） せっかく、この間、村づくり懇談会ということで、やっぱりそう

いう村民参加の場を、ほかにもいろいろありますけども、村民参加の場の一つとしてやっ

てきているので、ぜひ、少ないから止めるというのではなくて、やはり参加活性化のため

にいろいろ考えていっていただきたいなと思います。 

 最後になりますけども、住民の福祉増進という本当に地方自治の根幹と言われるような

精神をやっぱり重視して、今の村政をさらによくしていくためにも、村長自身がモットー

としている村民が主役の立場で、引き続き村政を執行していただくことを求めて１問目の

質問とさせていただきます。 

 では、次、２問目に移りたいと思います。 

 高齢者などに対する交通手段の確保について。 

秋田県とほぼ同等の面積を有する十勝において、公共交通機関や自家用車は、生活して

いく上でなくてはならないものとなっています。 

このことは、一自治体である中札内村内においても例外ではなく、高齢による運転への

不安や経済的な理由などによって自家用車を持たない世帯にとって、交通手段の確保は、

日常の買い物や通院をはじめ、村内の各公共施設に行く際にも必要不可欠となっています。 

村長は先の村長選挙の際に、新たな福祉施策の一つとして「現存の福祉バスや乗合タク

シーなどの輸送サービスを組み立て直す中で、コミュニティバスの導入も考えていきたい」

と公約しました。 

現存の輸送サービスの拡充や利便性の向上、コミュニティバスの導入は、いわゆる交通

弱者への支援、住民の生活向上の施策として重要であり、早期の実現を期待します。 

そこで、現段階で、運行形態や態勢・仕組み、運行範囲など具体的にどのように考えて

いるのか、見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 村内における公共交通機関は十勝バスの広尾線１路線のみであり、

村独自の交通確保対策として、福祉バスは週２日村内を巡回、乗合タクシーは毎日上札内

みのり園前と中札内バス待合所の間を運行しているほか、外出支援の移送サービス事業は、

７０歳以上の高齢者で公共交通機関を利用することができない方や障がい者などを対象に

実施しています。 

高齢化の進行などにより、買い物をはじめとした日常生活において、交通の確保は全国

的に重要な課題となっており、公共交通機関では不十分な部分を、コミュニティバス、デ

マンドバス、乗合タクシーなどで補っている自治体は多くなってきています。 

本村でも、上札内や農村部のみならず、中札内市街地においても、商業環境や市街地形

成の変化などに伴い、早急に取組んでいかなければならない課題であると考えております。 

現段階では、運行形態や体制・仕組み、運行範囲など、具体的なものはありませんが、

本年度調査検討を行い、２６年度に協議会を設置して具体的な検討や必要に応じて試験運

行を行い、２７年度の実施を目指したいと考えております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） それでは、再質問させていただきます。 

 ２６年度に協議会を設置して、具体的に検討、そして試験運行も行って、２７年度実施

を目指すということで、実施の方向で今後進んでいくのかなという点では本当に、交通手
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段の乏しい、本当にない村民にとっては本当に期待の持てる重要な今度の施策になってい

くと思います。 

 そんな中で、協議会を設置してということなのですけども、具体的にその構成メンバー

ですか、それはどのような人たちを考えているのかお伺いします。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 高桑総務課長。 

○○○○総務課長総務課長総務課長総務課長（（（（高桑浩高桑浩高桑浩高桑浩君）君）君）君） 具体的にまだ、どういった団体を協議会のメンバーとするかに

ついては検討はしていないのですけれども、村のほか、地域住民の代表ですとか、それか

ら、公共交通機関、具体的に言えば、路線バスの事業者ですとか、現在村内で事業をやっ

ている、あるいは村の事業を受託されている事業者の方などが協議会のメンバーとして想

定されるのかなと考えております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） そういった点では、私と認識が一致しているかなと思います。 

 それで、もちろん村、そして事業者、村内事業者でもコミュニティバスと同じような事

業を現在行っている事業者もいますので、やはりそこにも入っていただいて、やはり可能

であれば、やっぱり村内の事業者がそういう運営を行うような方向での計画をやっぱり進

めていくことで、村内、税金が使われるわけですから、その税金がまた村の中で環流する

ような、そういうためにも村内事業者というのを最優先に考えたそういう、委託するので

あれば最優先に考えたそういう取組みも必要になってくるかなと思います。 

 さらには、やっぱり使う村民が入っていなくてはいけないという点では、住民ももちろ

ん入っているということなのですけども、やっぱりそういう中で本当に住民ニーズという

ものを一番多く、一人でも多くから得ることが重要になってくると思います。 

 特にコミュニティバスを必要とするであろう高齢者や子どもたち、そういうふうに公共

交通機関の確保が今大変な地域に住んでいる、そういう住民をやっぱり協議会の中に入れ

て、広範な村民に対するパブリックコメントも重要だと思いますけども、そういう本当に

実際に利用するであろう、そういう対象者というのを村の方で何人かピックアップして、

ピンポイントでピックアップして、そういう人たちの意見を多く聞く必要があると思いま

すけども、その辺について、再度お伺いします。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 事業者については当然入りますので、その中でどういった形で、

どういうことの、決めごともありますので、今即答はできませんけど、ご意見のとおりだ

なというふうに思っております。 

 あと、少しちょっと範囲広げて考えますと、今の福祉バスをどうするかという問題も、

今、コミュニティバスのところに入ってしまったのであれですけども、村内を周る以外に、

団体に回数を決めて、村外あるいは十勝管外への使用もしているものですから、その辺の

問題も、この協議会以外で話を理解していただいて、では、出るときどうしていこうかと

いう問題も、両方持つということは今現実的に難しいだろうという考え方もしていますの

で、その辺の問題がちょっと前段にあります。 

 それと、ニーズの捉え方、あるいは対象者は、ほぼ予想がつきますので、そういう方か

らアンケートや、現実に利用、特に高齢者の場合はどういうふうに利用されているかだと

か、買い物ばかりでなくて、以外の用事や何かもありますので、アンケート方式みたいな

協議会の名前でやるのか、村がやるのかは別として、そういったニーズもぜひ捉えたいで

すし、その協議会の中にはそういった代表も入ってということですので、当然、その協議
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会の場にもそういったデータというか、意向も示しながらやっていくことが筋だろうなと

いうふうに思っていますので、そんな取り進めをしたいですし、１回で固定でないという

ことも、ちょっと試験の話も今入れさせてもらいましたけども、そういった制度もあるも

のですから、特に固定をしなくても、ある程度そういう試験の中で、意向もどうかという

こともその後の部分で捉えて、最終的な判断ができるかなというふうに、ちょっと流動的

に考えております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） アンケート方式でやったり、あと、実際に運行してみて、利用す

る中で不具合であったり、不十分なところがあって、試験運行の段階でですよね。出てく

るので、やっぱりそこも重要ですけども、協議会を設置するのであれば、その中で多くの

村民にも入ってもらって、一人で考えて一方的にアンケートを出すだとか、メールや文書

で投稿を出すとなると、やっぱりどうしてもちょっと考え方が狭まるということもあると

思うのですよね。 

 やはりさまざまないろんな人の意見を同じ会議の場で聞く中で、いろんな意見も出てく

るでしょうし、自分の意見もバージョンアップというのか、新たな自分の考え方も生まれ

てくるのかなと思いますので、協議会の方にはぜひとも積極的に協議会の取組みというの

は、ぜひとも積極的に試験運行、それで実際の運行に至るまでの間に、機会を設けてやっ

ていただきたいなと思います。 

 次、採算のこともいろいろ考えていかなくてはいけないと思うのですけども、そもそも

一般的にコミバスなどが必要とする場所というのは、そもそもがいわゆる民間のバス事業

者なんかが採算が合わなくて撤退したり、採算が最初から合わないとわかっているからや

っぱり事業参入していかなかったり、そういう場所だと思うのですよね。 

 でも、そういう場所だからこそ逆にコミュニティバスのような小回りが効いたりという

そういう交通手段というのが重要になってきますので、採算が取れるに越したことはない

のですけども、採算が取れるような運行というのは現実的には難しいのかなと考えます。 

 だからといって運行にかかわる費用を全て運賃に上乗せするとなると、また、今後は利

用しづらくなると思いますので、コミバスの意味もなくなってくるのかなと思いますので、

やっぱり利用者が利用しやすい、気軽に乗れる、利用できる運賃形態というのも考えてい

かなくてはいけないでしょうし、十勝管内いくつかの町村でやっていますけども、大体ワ

ンコインとかといって１００円だとかという、そういう単位でやっていると思うのですけ

ども、そういうところの実態、現状なんかもぜひとも、恐らく調査していくと思うのです

けども、そういうようなところも調査して、ぜひとも、本当に利用者のためになるそうい

うようなコミュニティバスなり公共交通機関をぜひつくっていっていただきたいなと思い

ますけども、見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 採算という話は全然、変な話合うものをやろうとかそういう発想

はちょっとありません。 

 ただ、福祉バス、あるいは今の乗り合いタクシーとの絡みでどうなのかということの比

較は少し出ますけど、いずれにしても使いやすい方向に、小回りも効いたり、回数も例え

ば、例出してあれですけど、上札内からの今の回数よりも、いろいろ、上札内にお店がな

くなって要望も挙がっているところもあるものですから、今の乗り合いタクシーだけでは

必ずしもそういう要望に応えていないとか、いろんな要素があるものですから、その辺を
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加味しながらやろうと思っていますし、今、先進地の話ありましたけども、ほかも合うと

ころをやっているわけではないので、それが幾らにするかというのは今後の課題ですけど

も、そう他の町村から見て、負担が多いだとかということではなくて、乗りやすくて便利

だと言われる金額と、この程度なら使いやすいねということの設定に当然としてなるとい

うふうに、今思っています。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ２番佐藤議員。 

○○○○２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君）２番（佐藤耕平君） もちろん採算を意識したらこんなことはできないと思いますので。 

 でも、かといって採算を全く意識しないというわけにもいかないと思うのですよね、や

っぱり。 

 村の持ち出しはどうしても必要になってくると思いますので、村の財政的な負担なんか

もいろいろ考える中で、半分ぐらいだったら、その運行経費にかかわる半分ぐらいだった

ら村から持ちだしできると。 

 それで、さらに半分は利用者の運賃、１００円なら１００円で、１００円の利用料金だ

ったら何とか回ると、そういうような検討なんかもぜひ、先進地なんかも見て検討してい

っていただきたいなと思います。 

 村民の交通手段の確保がもちろん重要なのですけども、せっかくやる新たな福祉施策と

しての事業だと思いますので、やっぱり村がお金を出してやる事業ですので、先ほども言

いましたけども、地域経済に少しでも還元できるような地元業者ができるのであれば、地

元業者に任せる、そういうような取組みをぜひ重要視していただきたいと思います。 

 そして、まだやると決めた段階で、まだ全然具体的な話は進んでいないということなの

で、今後、具体的になってきたら、また私の方でも再度質問していきたいなと思います。 

 以上、意見として終わらせていただきます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 意見としてお聞きしておきたいと思います。 

 何かありますか。 

 これで佐藤議員の一般質問を終わりたいと思います。 

 次に、５番黒田議員。 

○○○○５番５番５番５番（（（（黒田和弘黒田和弘黒田和弘黒田和弘君）君）君）君） それでは、通告をしております２項目について、一問一答という

ことで質問をしたいというふうに思います。 

 質問する前に一言申し上げたいというふうに思いますが、先の村長選におきまして、当

選の栄に浴され、お祝いを申し上げたいというふうに思います。 

 どうか対応を重視し、住民の声を反映した積極的な村政執行に努められるよう期待をい

たします。 

それでは、はじめに、常盤西３線住宅団地私道の道路整備及び除雪についてであります

が、私は、一昨年、常盤の住民の方々より本件の道路整備、また除雪について、村で実施

しなければ可愛そうであるとお聞きをし、平成２４年３月議会で取り上げ一般質問を致し

ました。 

また、平成２４年７月には常盤行政区長より村長へ要望書の提出をされ、村長からの回

答として、いずれも道路整備及び除雪については一切実施できないと主張し続けて来られ

ましたが、今後どのように対応するのか、さらなる村長の見解を伺います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 冒頭で激励のお言葉をいただきました。 

肝に銘じて、今後、執行にあたっていきたいというふうに思います。 
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昨年３月定例会で答弁しておりますとおり、常盤西３線私道につきましては、「私道に係

る村道認定基準方針」及び「分譲地に係る村道認定基準方針」に合致しておらず、これま

での事例や道路用地の確保などの課題もあり、道路整備の考えはございません。 

また、これまで土地所有者からの道路用地寄付等による道路整備の相談、問い合わせも

ございません。 

常盤行政区からの要望書に対しましては、区長、副区長、居住代表者とお会いし基本的

な村の考え、制度等をご説明し、一定の理解をいただいております。 

なお、除雪につきましては、居住者の通勤や児童の通学など地区の実情を踏まえ、民間

除雪業者の紹介や村除雪出動時の除雪ルートへの一部組み込み、簡易除雪ポールの貸出し

など、村として対応可能な部分を提案し、昨シーズンから西３線私道を除雪ルートへ組み

込み、居住者負担により除雪を実施しております。 

また、災害や救急搬送などの緊急時に備え、消防支署等と連携し、除雪出動の体制を整

えております。 

今後、特に通学児童の増加が見込まれるため、スクールバスの運行に伴う道路敷地の状

況、道路の管理方法、除雪の対応など課題を整理しながら、可能な対応を検討してまいり

たいと考えております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） それでは、再質問しますが、私も１年半ぐらい前になるのですね。 

 冒頭言ったように、一般質問させていただきましたが、ちょっと答弁をいただくと、明

解な形が出ていないということで非常に寂しい思いがしているのですが、村長として住ん

でみたい、ずっと住み続けたいというこういうキャッチフレーズがあるわけですが、この

道路問題というのは本当生活の基盤ということで、これに一番合致することなのかなとい

うふうに思っております。 

 そんなことから、ちょっと突っ込んでお話をさせていただいて、それぞれ確認をさせて

いただきたいことやら、そんな形でちょっと論議を深めてまいりたいなというふうに思い

ますが、この問題、非常に重要ということで、団地の方々がそれぞれ何人か傍聴に来られ

ておりますが、確認をさせていただきたいというふうに思います。 

 実は、本件の道路整備、除雪の問題につきましては、今後、この解決は困難であるとい

うふうに私も判断をいたしまして、実は５月３１日に、森田候補が本件について懇談をし

たいという相談がありまして、私も同席し、お茶の間懇談会ということで班長さんにお話

をし、それぞれ各戸に連絡をしていただいて、班長さんのお宅で皆さんと懇談をさせてい

ただきました。 

 ところが、その前々日の５月２９日の日に、田村村長とある議員、その他二人の合計４

名で道路問題を中心に懇談され、村長が本件について前向きな答弁をされたというふうに

私は聞いておりますが、それで間違いがないかどうか、とりあえず確認をしたいというふ

うに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 懇談会ではありませんので、何も残っておりませんし、お話をお

聞きをして、可能性を探るご相談をさせてもらったというふうに思いますが、前向きとい

うふうに捉えられるのは、後ほど、２点目で申し上げたスクールバスの関係では検討の余

地があるという意見交換はさせていただきました。 

 したがいまして、今回答弁することが正式というふうに思っていただきたいと、こうい
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うふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 懇談をされたということは間違いないと、こういうことでござい

まして、今、村長が言われた答弁の内容の確認だというふうに思うのですが、私は何人か

からかお聞きを、団地の人から聞いております。 

 その人たちは、率直に言って、いろんな懇談をされたというふうに思うのですが、その

団地の方々の理解として、村でこれからスクールバスが通れるように砂利などを入れた維

持補修と除雪も行うということで、田村村長が答弁されたというふうに理解をされておる

のですが、そこら辺の関係についてはどのように理解されているのか。 

 その部分でお答えをいただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 一つの方法として考えられるという、村長として答弁ではないと

いうことを、最初からお断りをしておりますので。 

 候補者でしたので。 

 そこら辺が今一緒になって説明というか質問されているということをまずお断りしてお

きたいと思います。 

 そのことの問題は、こういう立場に再度なりましたから、少し答えさせていただきまし

たように、そのことについての協議を積極的に進めたいという姿勢を今持って答弁させて

いただいたというふうに捉えていただいた方がいいのかなと思います。 

 その時点の話ばかり、今クローズアップされていますけども、捉えとしては、そういう

ふうに取っていただかないと混乱しますので。 

 改めて回答していますので、そのことでのご質問をいただいた方がいいのではないかな

というふうに思って今聞いておりましたけども。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（５番（５番（５番（黒田和弘君）黒田和弘君）黒田和弘君）黒田和弘君） 村長候補者、あるいは村長という、こういう二刀流というのか、

そういう考えで言ったのですが、いわゆる住民の方々は、当然候補者でありますし、６月

いっぱいまで村長であるというそんな認識のもとで懇談されたというふうに思うのです。 

 それで、先ほど申し上げたようなことで、何人かが、団地の方が理解をされておると。 

 今、村長の話ですと、ここに第１回目の答弁があるようなことで、率直に言えば、総括

して言うと、私が申し上げた、いわゆる団地の人の理解ですよね。 

 そのようには答弁したつもりはないというそういう理解の仕方でよろしいでしょうか。 

 村長も首かしげていますが、はっきり言うと、いろんな話があったのでしょうけども、

いわゆるもう一度繰り返しますと、村でこれからスクールバスが通れるような形で砂利な

どを入れた維持補修並びに除雪も行いますよということで、時期的ははっきり聞いていま

せんけども、そういう形で田村村長が答弁されたということで、私は何人かから聞いてい

るのですが、そこら辺の確認をしたいなというふうに思うのです。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 取り方ですので、そのことを反故にもしていませんし、今検討し

ますということですので、言ったという、責任を持って言ったということは、一番最初に

申し上げた通り、ご意見としての意見交換ですから。 

 やれるかやれないかわからない状態での話ですので。 

 言ったからということだけをクローズアップするのは止めていただきたいというふうに
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思いますし、そのことの意見を踏まえて、現実に少し付け加えさせていただくと、スクー

ルバスの問題が発生しているということは、教育委員会とも調整というか内部的に打合せ

していますので。 

 もう少し言いますと、村が私有地を通るということになれば、いろんな部分のクリアを

しなければなりません。 

 そのことは全然処理をしておりませんので、そういったことをクリアしてできるだけ子

どもさんの足を確保するスクールバスの運行についての努力をしたいということを、今初

めて答弁させていただければ、少し黒田議員の方も整理ができますでしょうか。 

 そのときが言った言わないという問題ではなくて、そういったご意見、地域のことを受

け止めて、地域の方に聞かれた方はどう取ったかは別として、そういうのが順序でないか

なというふうに思いますし、今そのことを手掛けていきたいということで答弁をしている

わけですので。 

 そういうふうな取り方をよろしくお願いします。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 特に議事録や何か残っていないですから、どういった捉え方どう

だということになると、今のいわゆる質問と答弁ということで聞いたらわかるようなこと

での形なのかなというふうに、ちょっと感ずるのですが。 

 それで、答弁書を見ますと、スクールバスの運行に伴う道路敷地の状況、道路の管理方

法、除雪の対応など課題を整理しながら、可能な対応を検討してまいりたいと、こういう

ことでございます。 

 冒頭言ったように、この問題については１年強、もう経っているわけですね。 

 今後、期間を置きますと、まだ、２年、２年半ということで進んでいくのですが、本当

に住んでいる方々を、直接の問題ということで、私も春の段階行きましたけど非常に水が

噴き出しているというのかな、道路も非常に悪いです。 

 除雪についてもそんなことで自分たちで除雪をしているということで、今もグレーダー

で整地していないですからかなりガタガタですよね。 

 そんなことを含めて、そう多く待っている時間というのかな、日にちというのか、私は

そんなに、後は決断次第で、実施をするかしないか、あるいはどうするかということにい

けば、ことはそんなに延ばす問題でないのでないのかなというふうに思うのです。 

 明日明後日解決してくれということではないわけですから。 

 だからやっぱり、その団地の方々も、本当に実施してくれるのかくれないのかはっきり

してくれという率直な気持ちだと思うのですよね。 

 だから、ここに書いてあることでの可能な対応を検討したい。 

 そしたら、その実施することで、今年度から実施をしていきたいのか、あるいはまだず

っと先伸ばして５年後なのか１０年後なのかという、非常に不安の中の形で住んでおられ

ると思うのです。 

 ですから、冒頭に言いますように、村長のキャッチフレーズである住んでよかった、こ

れからずっと住み続けたいということは、絵に描いた形で終わるのではなくて、やっぱり

実のなる本来の住民の方々の気持ちになって、そう時間かかる問題でないですから、基本

的に実施しないのか、するのか。するとすれば、こういう形でやっていくとかといういわ

ゆるはっきり言っていただきたいなというのが団地の方々の意見だと思うのですよ。 

 そこら辺、今日、傍聴にも来られていますので、わかりやすいように、期待できるのか
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できないのか、その辺はっきり村長の方からお答えをいただきたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 延ばす話も、結論をどうこうする話も一言もしていません。まず

ちょっと冒頭申し上げますけども。 

 それと、かなり具体的な話を少しさせていただかないと、ちょっと誤解があるので申し

上げますけども、村が通るとすれば、当然、今、敷地はございませんから、団地の方もそ

れぞれ努力されて、不動産業者の方が今、道路、敷地と思われるところ持っていますから、

そことお話し合いもしておりますし、さらに、一般の方というか、以外の方の土地も利用

しなければなかなかルートとして難しいだろうという、こういう問題もあるものですから、

今やりますやりませんということではなくて、そういった問題の整理をして、バスを動か

すとすれば、当然結果として村が使わせてもらうわけですから、道路の維持の関係だとか

除雪の関係も次にその辺が整理できれば、提案申し上げて、それは了解いただかないとや

れないことなものですから。 

 大きく分けると２者、そういう方がいらっしゃいますので、その辺は遅らすとか何とか

ではなくて、話を始めるということを言っているわけですから、その進捗状況、当然地域

の方とも意見交換しながらやる部分ありますので。 

 何か不透明な答弁をしているかのように、随分おっしゃっていますけども、私は決して

そんなつもりもありませんし、今改めてここで申し上げているわけですから、そのことに

ついては積極的に、今お話し合いをして、そういった問題がクリアできれば、結果として

そういうことが可能であるということも申し上げれるかなと、こういうふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 土地については今、村有地でないですから、村長言うようなこと

でのこれから解決していかなければならないことが多々あることはわかっております。 

 ただ、考え方として、今村長の言うのはわかるのですが、そうすると、そんなに残り１

年も２年もかからない形で、いわゆる方向性を出す中で、そういう土地問題というのです

か、そんなのはどんどん進めていけることだと思うのです。 

 ここら辺は、みんなが期待しているのは、今年度中にそれらの解決のために進めていく

とか、そんなことをちょっと確認させてもらえませんか。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） さっきから言っていますけど、遅らすとか何とかも１回もないの

で、ここで答弁させてもらったことはやるということですので。 

 ただ、いつまでというのは、条件クリアできなければやりませんので。 

 話し合いを即始めるということでの答弁をしているつもりなのですけど、どうも伝わっ

ておられないようなので、申し上げますけども、ここで答弁させていただいた通り、可能

性探ることはすぐ動き出しますので。 

 ただ、どこからできるかは、地権者もある話ですし、借りれない状況をどうクリアする

かということもありますので、時期までは明確に申し上げられないというのはそういう意

味でございます。 

 早急にその話し合いの進めはしたいということで答弁しているつもりなのですが、取れ

ませんか。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 第１回目の答弁で、検討してまいりたいということだから、これ



 - 38 - 

は先がボヤっとしているというのかな、自分も、では本当にいつやってくれるのかなとい

うような気持ちで私は代表して一般質問しているつもりなのですが。 

 今、村長の方で、土地の関係等々整理しながら、さっき言ったスクールバスが通れるよ

うに、除雪もしたいというそういうやることで、自分は確認しているのだということです

から、そのことが、僕は２年も３年もかかったのではまた元通りになって、実施しないと

いうことになりますから。 

 私は今年度中にかなりの部分進んでくれるのかなというふうに思うのですが、そんな理

解の仕方でよろしいのでしょうかね。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 話し合いは早急に進めますので。 

 結論についてはわかりませんけども。 

 話を始めるということは前向いていくということですので。 

 どこからというのは先ほどから言っているように、空約束になっては困りますので、そ

ういう理解でよろしくお願いしたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 最後の部分についてはかなりやりとりしたつもりでございますの

で、村長の方も単なる検討ではなくて、やることで進めていきたいと、こういうことで確

認を得ていますから、これ以上は詰めても、いつだということは確認できないということ

ですから、その辺は止めておきますけども、私は、始めに申し上げました通り、昨年の３

月で相当突っ込んだ一般質問をさせていただきました。 

 また、先ほども申し上げた通り、７月には常盤行政区長から要望書が出されましたが、

私も一般質問でかなり言っておりますが、なぜその時点で団体の皆さんと懇談をして、解

決の努力がなされなかったのかと。 

 非常に私は、今振り返ってみますと非常に残念だというふうに思っております。 

 冒頭言いましたけども、村長選挙がなければ、住民の要望が聞くことはできなかったの

ではないかなというふうに私は理解をしておりまして、疑問視をしているところでござい

ます。 

 さらに、先ほども申し上げましたが、６月２９日まで現職でありますので、村長と行政

サイドで、それぞれ団地に出向いて懇談をし、要望を聞くことではなかったのかなという

ふうに私は理解をしております。 

 この案件、まだ行ったり来たりすること、大体終わりましたので、今後、そういった住

民の声をしっかり受け止めた中で迅速に課題解決する村政執行に当たっていただきたいと

いうふうに思います。 

 それでは、２問目に移らせていただきます。 

２問目につきましては、国家公務員に準じた村職員の給与についてであります。 

この件につきましては、先ほど追加として提案されました職員の給与の臨時特例に関す

る条例と重複している部分がありますが、この一般質問につきましては、本議会の開会日

であります６月１８日までの事前通告制であると、こういうことから、重複している部分

もありますけれどもご了承をいただきたいというふうに思います。 

本件について、私は平成２４年３月議会・９月議会の２回にわたって、国家公務員に準

じた給与削減を行うべきであると一般質問を通して主張してきました。 

その後、国は平成２５年度の地方公務員の給与については、速やかに国に準じて引き下
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げる要請が平成２５年１月２８日に各地方自治体に対して通知がされました。 

私は、平成２５年３月予算審査の本会議でも取り上げ、村長は、ようやく平成２５年２

月２５日に村職員組合に対し、給与等及び住居手当の見直しについて提案されましたが、

その後の具体的な交渉経過と結果について伺うとともに、行政執行状況報告も無く、また、

補正予算にも提案されておりませんが、本年７月１日から平成２６年３月までの削減の実

施と、併せて、特別職の給与や議員報酬等の削減について、住民に対してどのように説明

していくのか、明確に村長からの答弁を求めます 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 一般職については、さきほど可決いただきました「職員の給与の

臨時特例に関する条例」及び「一般会計補正予算」の通り、７月から実施いたします。 

具体的な交渉経過については、３月２６日、５月２０日、５月２９日、６月３日、６月

２１日と、５回の交渉を行い、最終６月２１日の交渉の結果、妥結に至ったものです。 

特別職の給与及び議員報酬等については、期末手当の加算分が条例本則で削減したまま

であること、十勝管内ほとんどの町村において削減の動きがないこと、本年度の給与改定

の見通しが立っていないことなどから、現時点では方針を決めておりません。 

今後、人事院勧告後の地方公務員の給与改定の状況、管内町村の特別職給与及び議員報

酬の状況を見ながら、特別職報酬等審議会の意見を聴いて判断したいと考えております 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 具体的な交渉経過、結果ということでございますが、平成２５年

２月２５日に職員組合に対して、先ほど言いました給与あるいは住居手当の見直しについ

て提案されたわけですが、答弁としては６回行われたということですね。 

 これについては、先ほどの条例改正のときにもありましたが、村長も入って交渉された

ということも聞いたわけなのですが、村長と組合三役のときもありますでしょうし、村長

と執行部、あるいはまた組合員全体との交渉というものもあろうかと思うのですが、全部

でなくて、副村長あたりが村長から委任を受けた中で交渉に当たっているというのも事実

かというふうに思うのですが、そこら辺の中身、ちょっと教えていただきたいなというふ

うに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 高桑総務課長。 

○○○○総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君）総務課長（高桑浩君） 村長から答弁のありました交渉５回のうち、５月までの３回に

ついては副村長と組合の執行委員あるいは４役との交渉でありました。 

 ６月に入ってからの３日と２１日の交渉については、村長が交渉に当たっておりまして、

勤務時間中ということで、これまでの申し合わせ通り、４役との交渉であります。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） わかりました。 

 それで、２月２５日に提案したのですから、約４カ月ぐらい経っているのですね。 

 そのようなことで、重要な案件だというふうに思うのですが、本日の最終日に追加提案

があったということで、先ほどそれぞれ可決されたわけなのですが、そういう状況から見

ると、１８日の本会議に提案する中で、それぞれいろんな議員の考え方も含めて結論出す

ことではなかったのかなというふうに思っているのですが、具体的に交渉を見ますと、２

月２５日に出してから、最初が３月２６日ということで１カ月ぐらい置いているわけです

ね。 

 ですから、提案した以上はそれを実施したいという考え方に立つはずですから、そんな
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開会のときに出せたのでないのかなというふうに思うのですが、そこら辺はどういうふう

に理解すればいいのか。 

 その辺ちょっと答弁いただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 火山副村長。 

○○○○副村長副村長副村長副村長（（（（火山敏光火山敏光火山敏光火山敏光君）君）君）君） 出だしとしては２月の２１日でございますが、その後春闘の時

期でございますから。 

 組合は組合でいろいろ春闘だとか、あるいはいろんなほかの闘争の問題もございまして

３月２６日と。 

 １８日に出す努力が足りなかったかという話だと思うのですが、その間の努力はさせて

いただいたつもりでございます。 

 この正式交渉以外にも、内々、削減率の問題ですとか、それは意見交換はさせていただ

いていますし、ただし、結果、最終的に妥結に至ったのは２１日でございますので。 

 これは７月１日から実施をしたいということで、双方が歩み寄った結果でございますの

で、そこの努力は受け止めていただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 結果としてはそういうことなのですが、冒頭言いました通り、１

カ月や２カ月ということではないので。 

 先ほど、今副村長の方から春闘があり、ほかの云々という話していましたけども、提案

した以上は精力的にやれば、その形で冒頭に提案することが可能ではなかったのかなとい

うふうに思いますので、今後、またこれらの問題等々があれば、ぜひ、追加ということで

なくて、当初からきちっとした考え方で論じれるようなことでの提案をお願いしたいもの

だなというふうに思います。 

 それで、２月２５日の、いわゆる村長から組合への提案の事項のうち、住居手当の見直

しってありますよね。 

 住居手当について、それぞれ見直し内容の協議をしたいという、こういう提案の仕方が

されているのですが、いわゆる持ち家居住者、現在は１万２，０００円で、新築購入後は

５年間は１万３，０００円ということになっております。 

 組合の提案へという考え方では、住居手当の持ち家は、国が平成２１年度廃止している

ことから、今年７月１日から見直すとしている提案があったというふうに聞いているわけ

ですが、この辺はどういう結果になったのか教えていただきたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 火山副村長。 

○○○○副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君）副村長（火山敏光君） 結論から申し上げますと、継続交渉でございます。 

 当初予定していなかった給与の削減、独自削減ですね。これと重複するということもご

ざいますし、管内の状況に全て合わせるわけではございませんけれども、今、いろんなそ

の条件の中で、管内的にもこの見直しはそれほど早急に進んでいるものではございません。 

 それと、先ほどもいろいろご意見いただいていますように、トータルとして、まず国の

要請に応じたラスパイレス指数の削減を優先させたということで、なかなかテーブルの段

階でもうまく妥協点を見出すに至っていないということで、今後もこの件については精力

的に交渉をしていきたいというふうに考えております。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 国公に準ずるということで力点を置いて、あまり住居手当につい

ては、仮として提案していることで、あまり力入っていないような副村長の答弁でござい
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ましたけども、ちょっと残念な気がするのですが、私は今降って湧いた問題でなくて、国

と道につきましては、平成２１年度に廃止をして、帯広市も昨日、何日か前に新聞に出て

いましたけれども、平成２５年度から廃止をしたという状況を受けて、管内町村も恐らく

かなりの部分動きが見られているのでないかなというふうに思うのですが、本村につきま

しても、当然、住民感情からして影響は避けられないというふうに私も考えますので、今

後、前向きに取組んでいってほしいというふうに思いますが、ここら辺の今後の考え方に

ついて、村長の考えをお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 副村長の方からちょっと期限付きの関係があったものですから、

ちょっと一体になっていないということは否めないかなというふうに思います。 

 ご意見のとおり、こちらも提案していることですので、交渉、積極的に進めたいという

ふうに思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 今後、継続交渉ということでもありますし、今、村長から答弁い

ただいたようなことで、ぜひ進めていただきたいというふうに思います。 

 さらに、もう１点、条例のときも若干議論がございましたが、特別職や議員報酬等の削

減の関係でございます。 

 先ほど、追加提案がありました職員給与の臨時特例に関する条例に基づいて、国公に準

じて一定の削減ということになったわけですが、また、国が求める趣旨からして、私は職

員だけでなくて、道義的に、あるいはまた、職員、あるいは住民感情からして、当然執行

者として給与、さらに議決権を持っている議員報酬も併せて、私は削減すべきであるとい

うふうに、私は考えておるのですが、先ほど答弁にあった形でいくと、今回はしないとい

うことなのですが、ここら辺も併せて、村長から答弁をいただきたいというふうに思いま

す。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） 田村村長。 

○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君）○村長（田村光義君） 職員の方のことを言えば、３月までですので、また復元というこ

ともちょっと非常に取扱いとしてしづらかったということが一つ背景としてありますし、

この間、特別職については、かなり十勝管内見ましても、職員等リンクというよりも、思

い切っていろんなことで削減がされてきた中での中札内村の位置付けもそうしてきたつも

りがちょっとあるものですから。 

 それと、加算分については、先ほどお答えしたとおり、復元しないということで継続し

て削減をしていくと、こんなことをいろいろ検討した結果、こういう結論に至って、今後

の状況を見たいということを答弁させていただきました。 

 今後もかなり、今の骨太等の状況を見ますと、職員給与も含めて、この後動きがある中、

あるいは人勧の取扱い、間もなく８月ごろ出ると思いますけども、そういったものを見て、

即これくらいということのちょっと判断がつきづらい、こういう面もあるものですから、

今回はこの時期には実施しないということで、決して実施をしないというそういうつもり

で今回見送ったものではないということだけお答えさせていただきたいと思います。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ５番黒田議員。 

○○○○５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君）５番（黒田和弘君） 今後の考え方はわかるのですが、私が言っているのは、職員の給

与の削減ということでしているわけですから、基本的には先ほど申し上げた通り、特別職

あるいは議会議員等についても同じ削減をすることが、職員あるいはまた住民から見ても
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わかりやすいし、やるべきことではないかなというふうに思います。 

 村長から答弁いただいた通り、いろんな状況からして、今後いろんな角度から判断した

いと、こういうことでありますので、今日で閉会しますけども、そのことを念頭に置く中

で、ぜひ、今後、そのことを踏まえて、削減に向けて努力をお願いしたいことなのかなと

いうふうに申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長○議長○議長○議長（（（（髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄髙橋和雄君）君）君）君） ご意見としてお聞きしておきたいと思います。 

 これで一般質問全部終わりました。 

 これで本日の日程はすべて終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２５年６月中札内村議会定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午後１４時００分 


